
明

代

の

内

閣

|
|
特
に
そ
の
職
掌
と
制
度
及
び
閣
臣
の
出
自
に
つ
い
て
|
|

目

次
序
に
か
え
て

内
閣
の
職
掌

内

閣

の

制

閣
臣
の
出
自

序

に

か

え

て

私
は
さ
き
に
東
方
翠
第
二
十

一
輯
所
枚
の
「
明
代
内
閣
制
度
の
成

立
と
輩
遥
」
と
題
す
る
小
論
の
中
に
お
い
て
、
内
閣
制
度
の
伏
線
が

す
で
に
太
租
の
世
に
し
か
れ
、
恵
帝
の
時
代
に
そ
の
濫
鱒
が
見
ら
れ

る
こ
と
そ
さ
ぐ
り
、
そ
れ
が
成
租
に
縫
承
さ
れ
て
成
立
を
見
、

仁
宣

時
代
に
お
い

て
閣
制
は
整
備
さ
れ
、
内
閣
が
名
賀
と
も
に
従
来
の
相

府
に
近
似
す
る
機
闘
と
な
る
に
至

っ
た
こ
と
を
述
ベ
、
つ
い
で
そ
の

後
に
お
け
る
閤
勢
の
消
長
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
嘗
代
に
お
け
る
天

山

本

隆

義

子
濁
裁
制
と
の
閥
連
に
お
い
て
論
述
し
た
。

従
っ
て
本
稿
に
牧
む
る
所
は
前
稿
の
総
論
に
封
す
る
各
論
と
し
て

位
置
づ
け
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
で
、
前
稿
と
彼
此
相
補
う
所
少
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し
と
し
な
い
。
併
讃
し
て

い
た
い
ふ
け
ば
誠
に
幸
で
あ
る
。

内

閣

の

職

掌

明
史
容
七
二

「
内
閣
」
の
篠
に
そ
の
職
掌
を
述
べ
て

「
掌
献
替

可
否
、
奉
陳
規
語
、
貼
検
題
奏
票
擬
批
答
、
以
卒
允
諸
政
。」

と
し、

a
A

、
更
に
詔
話
以
下
、
下
達
の
上
命
を
起
草
進
童
し
て
之
を
諸
可
に

下
し
、
或
は
大
典
組
、
、
大
政
事
の
場
合
に
は
九
卿
、
科
道
等
の
集
議

に
つ
い
て
そ
の
可
否
を
適
宜
に
裁
量
し
て
天
子
に
入
告
す
る
の
外
、

郊
杷
巡
幸
、
経
鐘
講
調
、
修
史
編
纂
、
考
試
稗
奥
等
の
場
合
に
お
け

る
夫
々
の
職
掌
を
列
挙
じ
て
い
る
。



言
う
ま
で
も
な
く
ζ

れ
等
の
職
掌
は
内
閣
創
置
の
初
め
よ
り
賦
輿

さ
れ
て
い
た
も
の
で
な
く
、
内
閣
の
地
勢
の
強
大
化
に
伴
っ
て
障
時

取
得
し
て
行
っ
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。

蓋
し
閣
臣
は
天
子
の
顧
問
と
し
て
植
機
に
参
董
せ
し
め
る
た
め
に

創
置
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
従
っ
て
内
閣
の
職
掌
中
に
於
て

も
直
接
極
機
に
つ
な
が
る
批
答
の
票
擬
と
詔
教
の
選
探
が
就
中
重
ん

ぜ
ら
る
べ
き
は
論
を
倹
た
な
い
。

よ
っ
て
本
章
に
於
て
は
特
に
乙
の
二
貼
に
つ
い
て
論
考
を
進
め
る

と
と
L
す
る
。
し
か
し
と
の
事
に
つ
い
て
は
己
に
拙
稿
「
明
代
内
閣

制
度
の
成
立
と
重
達
」
(
号
越
…
…
鮭
)
に
於
い
て
可
成
り
鯛
れ
て
い

る
の
で
、
出
来
る
丈
け
重
複
を
さ
け
る
と
共
に
不
備
な
貼
を
補
足
す

る
と
と
に
と
い
ふ
め
た
い
。

春
明
夢
徐
録
単
位
二
三

「
票
擬
宜

ま
ず
票
擬
に
つ
い
て
見
る
に
、

「
在
祖
宗
朝
、
凡
有
諮
訪
論
議
、
或
親
臨
幸
、
或
召

密
」
の
w
慨
に

見
便
殴
或
奉
天
門
或
左
順
門
、
界
開
左
右
造
膝
面
諭
以
矯
常
制
」
と

ま
た
翰
林
記
単
位
二
、
「
俸
旨
傑
旨
」
の
僚
に
も
「
(
洪
武
中
)

毎
断
大
事
決
大
疑
、

あ
り
、

中
外
奏
章
、

皆
上
徹
容
覚
、

臣
下
惟
面
奏
取

旨
、
:
:
:
故
洪
武
中
批
答
輿
御
前
停
旨
矯
一
事
。
嘗
筆
所
書
卸
天
語

也
。
永
築
洪
照
二
朝
毎
召
内
閣
遺
膝
密
議
、
人
不
得
輿
開
。
雄
僑
町

之
意
甚
専
、
然
批
答
出
自
御
筆
、
未
嘗
委
之
他
人
也
。
」

と
あ
る
に

よ
っ
て
知
り
得
る
如
く
、
明
初
票
擬
形
式
の
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
以

前
に
於
い
て
は
、
内
外
の
奏
章
は
太
租
の
故
事
に
倣
っ
て
、
天
子
親

ら
内
閣
に
幸
し
、
或
は
使
股
・
奉
天
門
及
び
左
順
門
等
に
閣
臣
を
召

し
て
共
に
密
議
し
、
帝
自
ら
之
を
断
決
し
、
そ
の
批
答
は
天
子
が
自

書
し
他
人
に
委
す
ζ

と
を
し
な
か
っ
た
。

と
の
よ
う
な
政
務
の
慮
理
は
票
擬
形
式
の
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
以
後
に
於
い
て
も
ま
ま
見
ら
れ
る
所
で
あ
っ
て
、
英
宗
、
孝
宗
、

世
宗
、
紳
宗
等
の
諸
朝
に
於
け
る
親
政
時
代
に
於
て
は
閤
臣
を
文
筆

殿
、
卒
菱
、
媛
閣
或
は
奉
天
門
に
召
封
し
密
議
せ
し
め
て
い
る
吋
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然
る
に
宣
宗
朝
に
至
っ
て
政
務
の
慮
理
に
一
大
嬰
化
が
見
ら
れ
る

事
と
な
っ
た
。
郎
ち
前
記
の
小
論
中
に
己
述
せ
し
如
く
仁
宗
の
世
に

起
っ
た
w
陳
謝
形
式
を
更
に
一
歩
進
め
た
傑
旨
形
式
が
政
務
慮
理
の
方

式
と
し
て
採
ら
れ
る
こ
と
与
な
っ
た
。

ζ

れ
は
ま
た
「
調
旨
」
と
も

稿
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
中
外
の
章
奏
に
謝
す
る
批
答
の
原
案

を
作
成
す
る
と
と
で
あ
る
。
蓋
し
天
子
が
内
外
の
奏
疏
に
封
し
一
々

適
切
に
断
決
指
示
す
る
と
と
は

質
際
容
易
な
と
と
で
は
な
い
の

で
、
内
閣
は
下
よ
り
の
奏
疏
を
闘
し
、
天
子
に
代
っ
て
そ
の
批
僻
を

立
案
し
、
そ
れ
を
小
宮
市
に
墨
書
し
各
章
疏
の
上
に
貼
し
て
前
以
っ
て



進
呈
す
る
。
乃
ち
天
子
は
こ
の
傑
旨
に
依
嫁
し
で
批
答
を
下
す
の
で

あ
る
。
政
務
の
廃
理
に
首
つ
一
て
か
L

る
方
途
が
探
ら
れ
る
至
っ
た
の

「
一一十
1
J

は
、
蓋
し
青
年
天
子

(才
師

ι
)の
宣
宗
が
従
来
の
慮
理
方
法
の
煩
劇

且
つ
は
父
祖
以
来
の
欝
臣
た
る
三
楊
紘
一
寸
に
多
く
依
頼

さ
を
い
と
い
、

し
た
結
果
に
基
く
も
の
と
想
わ
れ
る
。

な
お
園
家
の
大
事
を
断
じ
大
疑
を
決
す
る
場
合
に
は
租
宗
の
例
に

従
い
大
臣
に
命
じ
て
面
議
せ
し
め
、
議
定
ま
れ
ば
則
ち
旨
を
停
え
て

慮
分
せ
し
め
批
答
は
下
さ
な
い
。
ま
た
こ
れ
に
参
興
す
る
官
は
宣
徳

以
前
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
と
れ
に
つ

い
て
は
正
統
十
年
に
至
っ

て
内
閣
及
び
六
部
、
都
察
院
、
遇
政
司
、
大
理
寺
の
堂
上
官
、
六
科

の
掌
印
官
に
限
定
さ
れ
、
若
し
儒
臣
を
も
集
議
せ
し
め
る
場
合
に
は

翰
林
院
、
倉
事
府
、
左
右
春
坊
、
司
経
局
及
び
園
子
監
の
諸
官
も
ζ

れ
に
興
る
を
許
さ
れ
、
以
後
ζ

れ
が
例
と
な
る
に
至

っ
た
。

と
も
あ
れ
宣
宗
時
代
に
於
け
る
政
務
の
慮
理
は
大
凡
こ
の
よ
う
な

形
式
に
よ

「
て
行
わ
れ
た
。
而
し
て
ζ

の
批
案
の
作
成
郎
ち
傑
旨
に

は
閣
臣
の
外
に
前
代
よ
り
の
沓
臣
た
る
慈
義
、
夏
原
吉
、
胡
被
等
も

参
預
す
る
を
得
、

又
こ
の
傑
旨
形
式
ζ

そ
以
後
閣
臣
の
職
掌
中
最
も

重
大
な
る
票
擬
の
濫
鱒
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

正
統
時
代
は
前
記
の
如
き
理
由
に
よ
っ
て
政
務
は
専
ら
内
閣
の
篠

旨
す
る
所
に
よ

っ
て
決
せ
ら
れ
た
。
但
し
明
史
径
二
ハ
八
、

「
陳
循
」

「
正
統
九
年
J

に
「
初
廷
議
天
下
吏
民
建
言
章
奏
、
皆
三
楊
呈
之
。
至
是
{陳
循
入
閣
)

策
、
士
奇
己
卒
、
循
及
曹
需
、
馬
愉
在
内
閣
。
韓
部
援
故
事
請
帝
以

楊
湾
老
宜
優
間
令
循
等
預
議
。」

と
あ
る
に
よ
れ
ば

正
統
中
期
ま

で
は
政
務
は
悉
く
三
楊
に
よ
っ
て
主
宰
さ
れ
、
他
の
閣
臣
は
こ
れ
に

興
る
ζ

と
の
少
か

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

こ
の
よ
う
に
天
子
が
或
る
特
定
の
閣
臣
に
政
務
を
主
宰
せ
し
め
た

乙
と
は

内
閣
創
設
嘗
初
の
閣
臣
の
合
議
制
と
卒
等
主
義
を
破
壊

し
、
首
輔
の
出
現
を
醸
成
す
る
機
縁
た
ら
し
め
る
に
至
っ
た
。

- 26一

そ
の
後
天
順
時
代
、
成
化
の
初
期
、
弘
治
の
初
移
二
期
等
に
見
ら

れ
る
が
如
き
天
子
親
政
の
世
に
於
て
は
政
務
は
閣
臣
と
面
議
し
て
決

せ
ら
れ
た
が
、
天
子
が
園
務
に
嫌
倦
し
特
に
そ
の
大
権
を
下
臣
に
委

任
し
た
場
合
に
於
て
は
政
務
は
悉
く
彼
の
手
中
に
錦
し
、
嘉
靖
の
中

期
以
後
、
高
暦
の
初
期
の
如
き
首
輔
の
濁
裁
が
見
ら
れ
、
或
は
正
統

の
末
期
、

正
徳
の
初
期
及
び
天
啓
の
世
に
見
ら
れ
る
が
如
き
中
官
の

専
植
を
招
来
せ
し
め
た
。
而
し
て
そ
の
他
の
時
代
に
於
て
は
程
度
の

差
こ
そ
あ
れ
概
し
て
宣
宗
の
世
に
聞
か
れ
た
陳
旨
卸
ち
後
に
言
う
所

の
票
擬
形
式
に
よ
っ
て
園
政
は
庭
理
さ
れ
た
如
く
で
あ
る
。

元
来
章
奏
は
曾
極
門
(
京
官
〉
と
遇
政
司
(
外
官
)
を
経
て
朝
廷
に



達
せ
ら
れ
、
天
子
は
頑
朝
回
宮
の
後
と
れ
を
全
賢
し
て
内
閣
に
迭
り

「
こ
の
聞
の
事
務
は
全
て
J

{
司
種
監
官
が
嘗
た
る
)
閤
臣
を
し
て
票
擬
せ
し
め
る
の
が
奮
規
で
あ

る
。
而
し
て
弘
治
以
前
に
於
て
は
臣
僚
の
章
奏
は
皆
簡
潔
で
天
子
は

こ
れ
を
全
賀
す
る
を
得
た
。
然
る
に
武
宗
以
後
に
至
っ
て
章
奏
は
冗

長
に
流
れ
、

一
事
に
し
て
重
言

一
本
に
し
て
数
紙
に
亘
る
に
至

つ

て
は
一
日
高
機
を
線
撹
す
る
天
子
に
と

っ
て
過
重
の
精
神
的
肉
腫
的

な
負
措
と
な
り
、
延
い
て
は
安
逸
を
む
さ
ぽ
ら
ん
と
す
る
天
子
を
し

て
盆
々
国
務
に
嫌
倦
た
ら
し
め
た
で
あ
ろ
う
と
と
は
容
易
に
推
察
さ

れ
る
所
で
あ
る
。
か
く
て
世
宗
の
世
、
左
都
御
史
胡
世
寧
及
び
閤
臣

高
扶
等
は
建
言
し
て
内
外
の
奏
題
は
弘
治
以
前
の
醤
規
に
照
ら
し
て

筒
要
に
使
い
、
こ
れ
と
共
に
部
院
の
議
覆
も
亦
そ
の
要
語
を
と

っ
て

賛
詞
を
付
せ
し
め
ぬ
よ
う
請
う
所
が
あ
っ
た
。

と
の
章
奏
の
節
要
化
は
亦
こ
れ
の
査
開
に
輿
る
科
臣
の
面
か
ら
も

要
求
さ
れ
る
所
で
あ
り
、
嘉
靖
の
世
曜
科
都
給
事
中
辛
自
修
は
こ
の

こ
と
に
つ

い
て
同
じ
く
建
言
し
、
隆
慶
時
代
穆
宗
は
鵡
科
の
奏
に
封

し
て
「
今
後
諸
司
章
奏
、
務
詞
語
簡
明
、
字
童
橋
大
、
如
嘉
靖
初
年

式
。」
と
命
じ
て
い
る
。

と
の
よ
う
な
章
奏
の
節
要
化
は
天
子
の
高
機
線
揖
の
上
に
か
な
り

の
便
盆
を
も
た
ら
せ
た
ζ

と
L
は
思
わ
れ
る
が
、
な
お
根
本
的
に
は

天
子
個
人
の
国
務
に
封
す
る
熱
意
の
如
何
に
か
L

る
所
が
多
い
の

で
、
か
L
る
末
節
的
な
改
革
は
天
子
の
章
奏
の
全
賢
に
左
程
大
し
た

影
響
を
及
さ
な
か
っ
た
如
く
で
あ
る
。
隆
慶
以
後
章
奏
を
全
賢
し
た

天
子
を
見
な
い
の
も
こ
の
と
と
を
傍
聾
す
る
も
の
と
云
え
よ
う
c

そ
れ
は
兎
も
あ
れ
内
外
の
章
奏
は
朝
廷
よ
り
内
閣
に
回
附
さ
れ

内
閣
は
そ
れ
を
看
詳
し
て
擬
旨
す
る
。
蓋
し
創
始
の
雷
初
に
於
い
て

は
閤
臣
の
合
議
制
と
卒
等
主
義
の
立
前
よ
り
し
て
、
旨
を
擬
す
る
の

は
首
輔
に
限
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
ζ

と
は

弘
治
十
年
三
月
に
於
け
る
国
政
庭
理
に
閲
す
る
次
の
一
文
に
よ

っ
て

月

inL
 

も
窺
い
得
ら
れ
る
。
即
ち
吾
皐
編
名
臣
記
容
一
五

「
太
侍
徐
文
靖

公
」
に

諸
司
曜
皆
環
脆
御
案
傍
。
上
回
看
文
書
。
諸
司
趨
取
諸
司
題
奏
興

公
及
劉
公
(
駄
醐
)
以
片
紙
数
幅
輿
李
(
閥
腕
)
謝
(
銅
、
)
二
公
。
毎

一
疏
上
必
日
興
先
生
輩
議
。
公
等
擬
批
答
上
。
上
質
或
更
定
二
三

字
或
刷
去
一
二
句
。
臆
手
疾
書
略
無
疑
滞
。
公
等
憧
不
能
稽
上
意

頓
首
請
日
、
疏
中
事
多
者
臣
等
請
終
下
閣
看
詳
擬
上
。
上
梢
不
説

目
、
文
書
尚
多
、
欲
議
開
、
間
中
亦
開
。
蓋
就
此
面
議
。

と
。
但
し

ζ

の
場
合
は
文
華
殿
に
於
い
て
票
擬
さ
れ
た
の
で
あ
る

が
、
普
通
は
内
閣
に
於
い
て
な
さ
れ
る
の
が
奮
規
で
あ
る
。



富
市
擬
に
は
そ
の
客
瞳
た
る
章
奏
の
内
容
に
よ
っ
て
自
ら
軽
重
が
あ

る
課
で
あ
る
が
、
初
期
に
於
い
て
は
そ
の
重
要
性
と

上
呈
の
文
書

な
る
こ
と
よ
り
し
て
恐
ら
く
一
様
に
糖
書
で
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

し
か
し
弘
治
十
二
年
以
後
は
特
に
重
大
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
糖

書
に
よ
り
、
と
れ
に
衣
ぐ
も
の
は
行
書
で
以
っ
て
自
警
し
、

そ
の
徐

は
中
書
合
人
を
以
っ
て
代
篤
せ
し
め
る
ζ

と
が
許
さ
れ
る
に
至
っ

た
然
る
に
そ
の
後
い
つ
の
世
か
ら
か
中
書
舎
人
を
し
て
票
擬
を
代

篤
せ
し
め
る
こ
と
与
な
り
、

「
明
命
岡
市
京
谷
三

O
J

{
宰
腕
雑
録

)
に
「
向
例
内
閣
輔
臣
・:
緋
事
閣
中
、

預
間
者
、
濁
骨
富
市
中
書
而
己
。
」 高

暦
二
十
九
年
に
お
け
る
洗
鯉
の
疏

擬
票
旨
所
得

と
あ
る
に
よ
れ
ば
少
く
と
も
高
暦

時
代
よ
り
は
中
書
を
し
て
代
篤
せ
し
め
る
に
至
っ
た
も
の
と
見
て
誤

り
な
い
で
あ
ろ
う
。

前
述
せ
る
如
く
富
市
擬
織
は
内
閣
に
輿
え
ら
れ
れ
た
職
権
で
あ
っ

て
、
従
っ
て
閣
臣
の
共
有
す
る
所
の
も
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
閣
中

に
首
輔
と
稽
せ
ら
れ
る
も
の
が
出
来
、
首
輔
の
機
が
強
大
と
な
る
に

従

っ
て
票
擬
機
は
首
輔
に
よ

っ
て
調
占
せ
ら
れ
る
に
至

っ
た
。
会
州

「申
書
典
故
殺
記
J

史
料
{
鼻
咽
二
、
所
収
)
に
「
輔
臣
首
在
内
閣
、

不
以
首
次
軽
重
。
弘

正
以
後
居
首
者
始
乗
筆
、
地
望
輿
衣
相
懸
紹
突
。
」

と
あ
り
、
世
宗

の
世
の
夏
一
言
、
巌
嵩
、
一
脚
宗
朝
の
張
居
正
等
は
何
れ
も
首
輔
と
な
っ

て
植
を

J

挺
に
し
、
政
務
は
大
小
と
な
く
他
僚
に
閥
同
せ
し
め
ず
、
酉
市

擬
は
悉
く
自
己
の
意
志
の
み
に
よ
っ
て
慮
理
し
、
同
僚
に
預
聞
せ
し

め
な
か

っ
た
。
首
輔
一
棄
筆
の
故
事
は
ζ

の
聞
に
起
原
す
る
も
の
で
あ

る
通
例
閣
臣
は
八
時
に
登
躍
し

四
時
に
退
出
し
、
そ
の
間
間
中
に

於
て
事
を
緋
じ
旨
の
預
聞
し
得
る
所
を
擬
票
す
る
の
が
定
め
で
あ

る
。
然
る
に
閣
臣
患
病
の
際
は
私
寓
に
於
て
擬
票
す
る
と
と
が
行
わ

れ
、
迭
に
そ
れ
が
常
例
と
な
る
に
至
っ
た
。
但
し
私
寓
に
て
擬
票
す
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る
ζ

と
の
起
原
は
こ
れ
を
詳
に
し
得
な
い
が
、
正
徳
の
初
期
己
に
中

官
劉
蓮
に
よ
っ
て
こ
の
と
と
が
行
わ
れ
て
居
り
、
叉
嘉
靖
の
世
夏
言

は
西
苑
に
供
奉
し
て
閣
に
入
ら
ず
軍
国
の
重
事
は
私
家
に
お
い
て
裁

決
し
、
巌
嵩
も
そ
の
子
世
蕃
を
し
て
そ
の
私
邸
に
於
い
て
代
っ
て
擬

票
せ
し
め
て
い
る
。
こ
れ
等
の
諸
例
よ
り
す
れ
ば
閣
臣
の
私
寓
擬
票

の
起
原
も
恐
ら
く
は
首
輔
乗
筆
の
そ
れ
と
略
そ
の
期
を
同
じ
う
す
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

蓋
し
章
奏
を
私
寓
に
持
踊
っ
て
擬
票
す
る
と
と
は
朝
廷
の
幽
胞
に
非

ず
、
且
つ
漏
洩
の
恐
あ
り

ま
た
合
議
荷
擁
し
て
謀
断
に
費
す
べ
き



、内
閣
本
来
の
制
に
惇
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
と
の
こ
と
は
高
暦
二
十

九
年
以
後
止
め
ら
れ
る
こ
と
L
な
?
た
。

さ
て
閣
臣
が
内
外
の
章
奏
に
謝
し
て
旨
を
擬
す
る
場
合
、
章
奏
の

内
容
に
よ
っ
て
幾
通
り
も
の
票
擬
が
準
備
作
成
さ
れ
、
天
子
は
そ
の

内
の
一
つ
を
自
己
の
意
志
に
よ
司
て
探
揮
断
決
す
る
需
で
あ
っ
て
、

「
西
垣
筆
記
」
に

そ
の
一
例
を
奉
げ
る
と
、
明
内
廷
規
制
考
巻
二
、

高
暦
時
代
の
常
朝
に
つ
い
て

常
朝
替
制
毎
日
御
門
決
事
。
高
暦
初
以
方
在
諒
陰
聖
齢
沖
幼
、
閣

臣
議
酌
三
六
九
日
観
朝
。
及
二
年
五
月
櫨
部
請
復
奮
制
。
間
中
擬

二
票
上
請
。
白
定
三
六
九
日
。
途
泊
矯
例
。

と
あ
り
、
周
知
の
如
く
常
朝
の
儀
は
毎
朝
奉
天
門
に
於
て
取
り
行
わ

れ
る
定
め
で
あ
る
が
、
紳
宗
の
場
合
は
右
記
の
如
き
理
由
に
よ
っ
て

三
六
九
の
日
に
硯
朝
さ
れ
る
と
と
L

な
っ
た
が
、
諒
闘
が
明
け
た
の

で
内
閣
は
瞳
部
の
奏
請
に
よ
っ
て
常
朝
に
闘
し
て
二
票
を
作
成
し
て

上
呈
し
た
。
即
ち
一
は
趨
部
の
奏
請
に
基
い
て
替
制
に
復
せ
ん
と
す

る
も
の
、
他
は
天
子
未
だ
幼
沖
な
る
に
よ
っ
て
従
来
の
制
(
巴
訴
十
九
)

を
績
行
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
か
く
て
二
票
の

後
者
が
朝
廷
に
於
て
採
揮
断
決
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ

中、る

な
お
票
擬
に
嘗
っ
て
天
子
の
意
に
よ
っ
て
決
定
さ
る
べ
き
事
項

例
え
ば
臣
僚
を
期
捗
す
る
場
合
の
級
数
の
如
き
は
天
子
を
し
て
自
ら

そ
の
級
数
を
記
入
せ
し
む
べ
く
空
白
に
残
し
て
お
く
を
例
と
し
た

c

ま
た
票
擬
の
内
容
が
旨
に
稽
わ
な
い
場
合
は
内
閣
を
し
て
屡
々
改
票

せ
し
め
た
。
崇
踊
八
年
六
月
八
日
の
「
藩
儀
」
に
封
す
る
票
擬
の
如

き
は
五
回
改
票
を
求
め
ら
れ
、
六
回
目
の
も
の
が
漸
く
に
し
て
批
護

帥

し
か
も
そ
れ
に
は
二
字
朱
字
が
加
筆
さ
れ
て
い
た
。

さ
れ
、こ

の
よ
う
に
し
て
作
成
さ
れ
た
票
探
は
朝
廷
に
迭
ら
れ
て
採
揮
断

決
さ
れ
る
罪
で
あ
る
が
、
そ
の
票
擬
が
旨
に
璃
え
る
場
合
は
そ
の
旨

-29ー

を
文
書
の
面
上
に
朱
筆
を
以
っ
て
書
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ζ

の
場

合
中
官
を
し
て
代
書
さ
れ
る
と
と
が
あ
る
。
ま
た
閣
票
が
上
意
に
合

わ
ざ
る
場
合
、
天
・
子
自
ら
筆
削
を
加
え
、
或
は
改
票
せ
し
め
る
と
と

前
述
の
如
く
で
あ
る
。
な
お
閣
票
は
本
紙
小
帖
を
用
い
墨
書
す
る
習

わ
し
で
あ
る
。

と
の
よ
う
に
し
て
裁
断
左
得
た
票
擬
は
内
閣
の
属
官
た
る
典
籍
に

よ
っ
て
墨
字
と
珠
字
と
を
照
合
し
て
綿
綿
簿
に
登
録
し
た
後
輩
出
さ

同

れ
る
の
で
あ
る
。
明
代
中
官
の
勢
威
強
大
で
政
治
を
素
観
す
る
と
と

著
し
か
っ
た
所
以
は
章
奏
に
封
し
て
天
子
の
批
答
が
発
下
さ
れ
る
過

程
に
彼
等
を
介
在
せ
し
め
た
所
に
も
そ
の
一
因
の
存
し
た
と
と
が
了



解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

屡
述
せ
る
如
く
票
擬
は
内
閣
の
至
大
至
重
の
職
掌
で
あ
り
、
閣
臣

は
何
れ
も
こ
れ
に
輿
り
得
る
の
が
本
髄
で
あ
っ
た
。
然
る
に
嘉
靖
の

頃
よ
り
首
輔
の
乗
筆
が

故
事
と
な
る
に
至

っ
た
が
、

特
に
天
子
が

閣
臣
を
召
見
し
て
政
務
を
面
議
す
る
こ
と
を
せ
ず
、

政
務
を
内
閣

の
票
擬
に
よ
っ
て
の
み
鹿
理
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
時
代
に
お
い
て

は
慕
擬
に
興
る
と
否
と
は
閣
臣
に
と
っ
て
は
重
大
な
問
題
で
あ
っ

た。

さ
れ
ば
高
暦
の
後
牢
己
に
沈
鯉
は
公
同
に
擬
票
す
べ
き
を
上

疏
し
て
上
の
許
し
を
得
た
が

奮
規
に
復
す
る
を
得
な
か
っ
た
ら

し
く

従
っ
て
こ
の
と
と
は
次
代
に
持
ち
越
さ
れ
、
漸
く
天
啓
五

現
麗
微
は
中
官
説
忠
賢
に
腐
し
て
首
輔
乗
筆
の
植

を
分
ち
、
次
輔
以
下
も
亦
票
擬
に
興
り
得
し
め
た
。
こ
の
ζ

と
は
崇

年
に
至
っ
て

踊
元
年
韓
臓
が
再
び
召
さ
れ
て
首
輔
と
な
っ
た
時
の
上
諭
の
中
に

も
見
ら
れ
る
所
で
あ
り
、

ま
た
銭
龍
錫
の
傍
中
に
も
首
輔
李
標
が

劉
鴻
訓
、
銭
龍
錫
と
共
に
協
心
朝
政
を
輔
理
し
た
ζ

と
が
見
え
て
い

る。
こ
の
よ
う
に
明
の
末
期
に
至
っ
て
票
擬
は
衆
輔
の
分
任
す
る
所
と

な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
首
輔
の
機
は
や
L

分
散
す
る
に
至
っ
た
が

同
時
に
こ
の
た
め
に
閣
臣
聞
の
不
和
を
招
く
こ
と
も
ふ
も
な
っ
た
。

ま
た
票
擬
の
客
髄
た
る
章
奏
は
中
書
舎
人
を
し
て
閣
臣
に
夫
々
配
分

せ
し
め
た
が
、
こ
与
に
も
亦
諸
種
の
弊
章
一
宗
派
生
す
る
に
至
つ
削
。

元
来
票
擬
は
内
閣
の
職
掌
す
る
所
で
、
従
っ
て
章
奏
に
つ
い
て
閣

臣
が
協
恭
合
議
し
、
そ
の
結
果
を
一
閣
臣
が
擬
撰
し
て
上
呈
す
る
を

品同

立
前
と
し
た
。
従

っ
て
票
擬
に
は
擬
撰
者
の
名
を
記
さ
な
い
の
が
例

で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
中
期
以
後
首
輔
乗
筆
の
時
代
に
あ
っ
て
も

獲
る
庭
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
然
る
に
衆
輔
分
任
す
る
崇
頑
の
世

に
至
っ
て
御
史
伺
元
郵
の
疏
請
に
従

っ
て
、
各
票
擬
に
夫
々
署
名
せ

し
め
て
そ
の
責
任
を
明
ら
か
な
ら
し
め
粂
ね
て
閣
臣
の
能
否
を
そ
れ

@
 

に
よ
っ
て
考
察
す
る
こ
と
t

ぶ
し
た
。
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な
お
票
擬
は
屡
述
せ
る
如
く
文
淵
閣
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
た

が
、
閣
臣
分
票
の
と
と
が
起
る
に
及
ん
で
東
閣
が
閤
臣
票
擬
の
所
と

し
て
利
用
せ
ら
れ
る
こ
と
L

な
り
、
首
輔
以
下
第
三
員
ま
で
は
同
閣

の
前
房
に
於
て
、
叉
第
四
員
以
下
は
後
一
房
に
於
て
票
擬
に
嘗

っ
M
。

蓋
し
分
本
公
叙
の
所
と
し
て
文
淵
よ
り
も
東
閣
が
設
備
の
上
に
お
い

て
適
し
て
い
た
こ
と
に
基
く
も
の
で
あ
ろ
う
c

一
般
に
官
僚
が
天
子
に
自
己
の
意
見
を
文
書
で
具
陳
す
る
場
合
の

様
式
は
奏
疏
で
あ
り
、
閣
臣
と
雄
も
ζ

の
様
式
に
よ
る
。
然
る
に
仁

宗
は
楊
士
奇
等
に
「
縄
慾
弼
逢
」
な
る
文
字
を
刻
せ
る
「
銀
章
」
を



賜
い
‘
言
事
を
密
封
す
る
を
許
し
た
。
世
宗
も
亦
と
の
例
に
倣
っ
て

首
輔
楊
一
清
、
閣
臣
張
璃
等
に
夫
々
「
忠
良
貞
ご
「
縄
慾
弼
遺
」
の

@
 

銀
章
を
賜
わ
っ
て
い
る
。
而
し
て
ζ

の
銀
章
が
如
何
に
利
用
さ
れ
、

ま
た
そ
れ
が
ど
の
程
度
の
効
果
を
枚
め
た
か
は
詳
か
に
し
難
い
。

「
内
閣
密
掲
」
の
僚
に
、
内
閣
は
濁
り
「
密
掲
」

こ
れ
に
よ
っ
て
聖
意
を
動
か
し
、
外
廷
の

野
獲
編
谷
七
、

を
進
め
る
こ
と
が
出
来
、

千
言
も
こ
の
禁
密
の
片
語
に
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
、
又
こ
の
制
は
既

に
租
宗
の
朝
よ
り
存
し
た
が
、
こ
れ
を
利
用
し
た
者
は
嘉
靖
及
び
寓

暦
雨
初
世
の
張
璃
と
張
居
正
の
た
ぽ
二
人
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
更

に
密
掲
に
よ
る
弊
害
が
一
言
路
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
蔦
暦
後
宇
に
於

て
は
密
掲
も
ま
た
多
く
報
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
と
が
記
る
さ
れ
て
い

る。
乙
t
A

に
前
記
の
銀
章
と
右
記
の
密
掲
が
如
何
な
る
閥
係
に
あ
る
か

は
措
く
と
し
て
、
内
閣
が
心
替
の
近
臣
た
る
が
故
に
か
L

る
特
権
を

賦
興
さ
れ
て
い
た
と
と
は
、
天
子
が
事
を
断
決
す
る
際
に
大
な
る
影

響
力
を
持
つ
に
至
っ
た
で
あ
'ろ
う
と
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

更
に
紳
宗
は
張
居
正
に
封
し
言
事
を
具
陳
せ
し
め
る
に
「
書
劉
」

の
様
式
に
よ
る
を
許
し
た
。
書
割
は
奏
疏
に
比
し
て
表
現
が
自
由
で

あ
り
、
自
己
の
意
志
を
充
分
に
疎
通
し
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
他
に

@
 

漏
洩
の
憂
い
な
い
と
と
で
あ
っ
た
。
時
に
居
正
は
乙
の
書
割
様
式
に

よ
っ
て
完
全
に
朝
廷
と
の
意
志
の
疎
通
を
園
っ
た
の
で
「
時
に
臣
主

一
人
の
如
し
」
と
稽
せ
ら
れ
る
所
の
彼
の
濁
裁
時
代
を
現
出
し
得
た

の
で
あ
る
。

次
に
内
閣
の
要
職
の
一
た
る
草
制
に
つ
い
て
見
る
に
、
そ
の
創
設

の
初
め
よ
り
詔
教
の
こ
と
を
掌
っ
て
い
た
こ
と
は
会
州
山
人
績
稿
容

四
九
「
内
閣
輔
臣
年
表
序
」
に
「
内
閣
故
翰
林
事
士
任
也
。
:
:
:
擢

史
官
解
鱈
而
下
七
人
入
内
閣
預
機
務
典
倫
存
。」
と
あ
り
、
ま
た
詞

に
も
「
自
永
築
以
来
一
切
詔
軟
質
内
閣
主
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林
典
故
容
三

「
職
掌
」

と
あ
る
に
よ

司
て
知
ら
れ
る
。
と
の
こ
と
は
ま
た
内
閣
の
成

帥

立
の
事
情
よ
り
し
て
も
直
ち
に
諒
解
さ
れ
る
所
で
あ
る
。

而
し
て
成
租
の
世
に
於
て
は
永
築
六
年
王
景
の
死
後
、
解
緒
、
胡

慶
、
楊
祭
等
相
纏
い
で
皐
士
と
な
り
院
事
を
領
し
た
の
で
、
内
外
雨

制
と
も
に
内
閣
の
掌
る
所
と
な
る
に
至

っ
た
。
但
し
内
閣
は
詔
教
の

之
。
」

撰
擬
に
首
た
り
、
謄
副
繕
正
は
中
書
舎
人
を
し
て
分
直
更
入
せ
し
め

同

て
こ
れ
に
嘗
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
仁
宗
、
宣
宗
及
び
英
宗
の
正
統
時
代
に
於
て
は
雨
制
々
度

が
と
ら
れ
、
内
閣
は
内
制
を
、
外
制
は
翰
林
の
諸
皐
士
-
そ
し
て
掌
払



し
め
た
。蓋
し
内
閣
の
資
望
日
々
に
高
ま
り
、
閣
臣
は
駿
濯
し
て
三
孤

に
上
り
、
六
曹
の
上
に
立
ち
迭
に
院
事
を
領
し
な
く
な
っ
た
こ
と
に

起
因
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
乙
の
時
期
翰
林
の
諸
翠
士
は
閤

東
の
五
極
卸
ち
所
謂
東
諮
教
房
に
於
い
て
外
制
を
専
管
ん
た
が
、
そ

の
草
稿
は
内
閣
の
定
正
そ
必
要
と
し
た
。
そ
し
て
閣
臣
の
専
管
す
る

内
制
と
内
閣
の
定
正
を
経
た
外
制
は
共
に
内
閣
の
属
官
と
な

っ
た
能

書
家
の
中
書
含
人
を
し
て
繕
進
せ
し
め
た
。

ζ

の
場
合
知
制
詰
の
官

を
帯
し
得
る
の
は
閣
臣
と
諸
事
土
に
限
ら
れ
た
こ
と
は
一
言
う
ま
で
も

同

な
い
@
然
る
に
景
泰
、
天
順
の
聞
は
ま
た
成
租
の
蓄
に
復
し
、
内
外

制

雨
制
と
も
に
内
閣
に
属
す
る
こ
と
L

な
っ
た
。
蓋
し
正
統
九
年
に
事

士
陳
循
が
入
閣
し
て
よ
り
後
は
撃
土
を
稽
す
る
者
は
た
丈
劉
鉱
一
人

と
な
り
、
彼
の
遜
避
に
す
ぎ
た
性
格
は
彼
を
し
て
朝
退
を
東
閣
に
移

し
、
閑
臣
と
の
曾
食
は
勿
論
翰
林
本
来
の
重
職
た
る
草
制
の
乙
と
す

ら
放
棄
せ
し
め
る
に
至
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
が
因
と
な
っ
て
内
閣
が

迭
に
雨
制
を
管
掌
す
る
ζ

と
L
な
り
、
景
泰
の
世
に
纏
承
せ
ら
れ
る

に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
但
し
内
閣
が
外
制
ま
で
も
措
首
す
る

こ
と
は
事
貫
不
可
能
で
あ
っ
た
と
見
え
、
外
制
は
悉
く
属
僚
の
中
曽
百

同

合
人
或
は
序
班
、
課
字
等
の
官
に
委
せ
た
。

憲
宗
時
代
も
大
瞳
に
お
い
て
前
代
の
制
を
継
承
せ
る
如
く
で
あ
る

が
、
審
費
税
綴
録
に
よ
れ
ば
翰
林
の
諸
島

4

土
も
な
お
外
制
を
管
掌
し

得
た
ふ
し
が
見
受
け
ら
れ
る
。
印
ち

一
日
間
翠
士
孟
時
(
潜
)
調
中
書
黄
理
目
、
某
人
救
命
稿
作
、
急

謄
上
。
理
答
日
尚
未
作
。
孟
時
但
縞
咲
之
。
詩
日
、
維
鵠
有
巣
、

維
鳩
居
之
。
孟
子
日
、
久
不
踊
悪
知
其
非
同
県
有
。
固
此
類
鍬
。

か
t
A

る
傾
向
は
次
の
孝
宗
の
世
に
至

っ
て
再
び
南
制
々
度
の
復
活
と

anτ 

な
っ
て
貰
現
し
た
。
卸
ち
弘
治
七
年
一
川
島
一
士
の
年
深
な
る
も
の
、

或
は
尚
書
、
侍
郎
に
し
て
皐
士
を
粂
ね
る
も
の
を
以
っ
て
内
閣
、
後

に
は
東
間
に
あ

っ
て
外
制
そ
専
典
せ
し
め
る
こ
と
a

‘ふ
し
た
。
乙
の
際

同

「
詔
教
の
繁
」
を
以

っ
て
表
面
の
理
由
と
し
て
い
る
が
、
裏
面
に
於
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て
は
恐
ら
く
翰
林
院
が
自
己
の
本
来
の
職
掌
を
回
復
せ
ん
と
し
て
か

な
り
の
運
動
が
展
開
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
の
雨
制
々
度
は
終
明
ま
で
縫
行
せ
ら
れ

そ
れ
は
兎
も
あ
れ
、

同
た
ど
外
制
に
あ
っ
て
は
世
宗
の
世
以
来
粂
率
土
に
代
っ
て
講

讃
、
編
検
等
翰
林
の
属
官
宏
以
づ
て
管
掌
せ
し
め
る
ζ

と
t

ぶ
し
た
。

勿
論
詔
教
、
教
革
の
類
の
如
き
は
閣
臣
自
ら
と
れ
に
嘗
た
り
、
翰
林

h
w
 

は
興
る
を
得
な
か

っ
た
。

な
お
閣
臣
の
内
制
を
管
掌
し
た
事
例
は
枚
翠
に
遣
な
い
の
で
省
略

に
従
う
と
と
e

与
し
た
。



思
う
に
内
制
は
言
う
ま
で
も
な
く
詔
軟
中
重
大
な
も
の
で
あ
り
、

従
っ
て
内
閣
の
職
掌
に
錦
せ
ら
れ
、
事
貰
閣
臣
に
よ
っ
て
草
制
さ
れ

た
が
、
時
に
は
門
生
或
は
腹
心
の
翰
林
の
官
に
委
任
す
る
場
合
も
あ

っ
た
。
例
え
ば
世
宗
の
世
、
青
詞
宰
相
と
稽
せ
ら
れ
た
蓑
燐
は
門
生

の
史
官
を
私
寓
に
招
い
て
内
制
を
草
せ
し
め
、
首
輔
徐
階
は
世
宗
の

遺
詔
を
侍
讃
皐
土
の
張
居
正
と
共
に
草
制
に
嘗
っ
て
い
る
が
如
き
そ

輔

の
一
例
で
あ
る
。

と
れ
を
要
す
る
に
明
代
の
内
閣
が
そ
の
重
職
と
し
て
票
擬
と
共
に

内
制
を
管
掌
す
る
に
至
っ
た
の
は
屡
述
す
る
如
く
内
閣
の
系
譜
よ
り

し
て
直
ち
に
諒
解
さ
れ
る
所
で
あ
り

且
つ
ま
た
明
代
内
閣
の
特
色

で
も
あ
る
。
又
前
述
せ
る
如
く
明
代
で
は
穂
じ
て
首
輔
が
重
ん
ぜ
ら

れ
、
そ
の
槍
は
強
大
で
内
閣
の
最
重
最
大
の
職
務
と
な
っ
た
票
擬
の

如
き
も
殆
ど
首
輔
の
手
に
握
ら
れ
た
事
は
清
朝
の
内
閣
に
於
て
首
衣

の
差
別
少
く
、
票
擬
は
中
書
舎
人
を
し
て
草
範
せ
し
め
、
大
率
土
は

ζ

れ
を
審
査
補
訂
す
る
に
止
ま
り
、
大
皐
土
の
験
は
む
し
ろ
内
外
の

章
奏
を
詳
閲
す
る
に
在
っ
た
の
と
封
比
せ
ら
れ
弘
尚
お
明
代
票
擬

制

の
形
式
は
嘉
靖
時
代
よ
り
一
定
せ
ら
れ
る
。

①註

吾
拳
編
名
臣
記
昌
也
日
「
太
師
劉
文
靖
公
L

蕪
史
(
日
下
奮
関
谷

7
所

攻
)
、
西
垣
筆
記
、
翰
林
記
名

2
「
停
旨
傑
旨
'
」

翰
林
記
昌
也

2
「
曾
議
」
、
池
北
偶
談
(
申
書
曲
開
放
集
紀
省

2
所
枚
)
、
績

通
曲
内
容
お
「
中
書
令
」
、
内
閣
行
賞
品
世

2
「
楊
祭
」

春
明
夢
徐
録
倉
幻
「
大
事
士
高
挟
疏
」

同
右
、
典
故
紀
聞
谷
口

典
故
紀
問
答
刀

典
故
紀
問
答
四

内
閣
小
議
(
申
書
典
故
集
紀
省

2
所
校
)

典
故
紀
聞
倉
時

嘉
靖
以
来
首
輪
停
車
世

3

「
夏
雪
国
」
岡
谷

4
「
殿
嵩
」
同
倉

7

「
張
居

正
」
「
張
四
維
」
、
野
獲
編
谷

9
「
閣
部
重
軽
」

春
明
夢
徐
録
(
中
香
典
故
実
紀
谷

8
所
枚
)

拙
稿
「
明
代
内
閣
制
度
の
成
立
と
畿
達
」
(
東
方
事
第
二
十
一
穏
)

嘉
靖
以
来
首
輔
停
容

3

「
夏
言
」
、
通
鑑
輯
覧
谷
山
「
嘉
靖
四
十
一

年
夏
五
月
」

春
明
夢
徐
録
(
明
曾
要
倉
初
「
宰
輔
雑
録
」
所
枚
)

明
邸
紗
残
本

内
閣
小
識
(
申
書
典
故
奨
紀
倉

2
所
収
)

春
明
夢
徐
録
(
明
曾
要
容
却
「
宰
繍
雑
録
」
所
枚
)
、

煉
」
、
同
省
抑
「
顧
乗
一
謙
L

同
右
、
問
答
矧
「
銭
一
穂
錫
」

春
明
夢
体
障
録
谷
部
「
菓
擬
宜
密
L

「
文
淵
典
故
」

春
明
夢
徐
録
(
明
曾
要
各
却
「
宰
輔
雑
録
」
所
収
)

内
閣
小
識
(
申
書
典
故
集
紀
谷

2
所
収
)

烈
皇
小
識
(
申
書
典
故
品
集
紀
倉

6
所
収
)

② ①③⑦⑤⑤①③  ⑫⑪⑮  ⑬⑮⑬⑬  @⑫⑬⑬⑫  

~ 33一

明
史
容
捌
「
緯



⑫ 

明
史
谷
川
「
楊
士
奇
」
「
楊
築
」
、
同
省
凶
「
夏
原
吉
」
「
楚
義
」
、
同
容

m
「
張
鴻
」

玉
堂
菅
記
谷
下

拙
稿
「
明
代
内
閣
制
度
の
成
立
と
毅
逮
」
(
東
方
率
第
二
十
一
輯
)

響
調
円
頭
部
皿
銀
明
史
容
凡
「
職
官
」

同

右

、

同

右

、

詞

林

典

故

容

3
、
春
明
夢
徐
録
容
認

「
翰
林
院
」

翰
林
記
倉

U
「
知
制
諮
」
、
明
史
谷
丸
「
職
宮
」

審
殉
讃
綴
銀
、
明
史
容
丸
「
職
官
」

明
曾
奥
島
也
加
「
翰
林
院
」
、
翰
林
記
谷
口
「
知
制
諮
」
、
明
史
倉
悶
「
李

東
陽
」
、
春
明
夢
鈴
録
容
認
「
翰
林
院
」
、
明
史
倉
仰
「
許
士
柔
」

、‘J
n

h

u

明
史
倉
山
町
「
陳
仁
錫
」
、
同
谷

1
「
許
士
柔
」
、
春
明
夢
徐
録
(
中
香
典

n
J
U
 

故
集
紀
谷

2
所
牧
)

曲
開
放
紀
谷
口
、
綴
文
献
通
考
倉
卯
「
謬
士
院
」

野
獲
編
名
目
「
鼎
甲
召
試
文
」
、
同
省

8
「
爾
給
事
攻
高
相
」
、
嘉
靖
以

来
首
輔
仰
谷

6
「
高
鉄
」

内
閣
士
山

旨
意
要
録

内
閣
と
翰
林
院
と
の
職
掌
上
の
関
係
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
明
の
翰
林
院

に
つ
い
て
」
(
香
川
大
翠
謬
襲
撃
部
研
究
報
告
第
一
部
第
十
一
腕
)
参

照

⑧⑧@⑧  ⑧⑧⑧  ⑧ ⑨⑧  ⑧⑧  

内

閣

制

の

)
 

1
 

(
 
/.入
A 

署

北
京
宮
闘
圃
説
第
二
章
「
外
朝
及
内
廷
」
の
傑
に
所
引
の
「
乾
隆

文
淵
聞
記
」
に
明
代
の
文
淵
閣
の
位
置
に
つ
い
て
「
今
則
無
其
所
而

尚
存
其
名
。
蓋
久
己
不
可
考
突
。」

と
述
べ
、

乾
隆
時
代
に
於
い
て

己
に
そ
の
位
置
を
考
註
す
る
こ
と
の
困
難
で
あ
っ
た
ζ

と
を
示
し
て

い
る
。
そ
れ
は
兎
も
あ
れ
以
下
明
代
議
政
の
場
所
で
あ
っ
た
内
閣
公

暑
の
位
置
に
つ
い
て
考
謹
を
試
み
た
い
。
乃
ち
便
宜
上
最
初
に
内
閣

公
署
に
闘
す
る
史
料
を
翠
げ
て
お
こ
う
。
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永
築
入
践
極
、
始
開
内
閣
子
東
角
門
。
筒
翰
林
待
詔
解
繕
箆

侍
讃
:
:
入
直
文
淵
閣
。
(
品
矧
…
榊
…
識
す
)

判
成
租
靖
難
後
復
開
内
閣
子
東
角
門
名
文
淵
閣
。
命
吏
部
及
翰

林
院
文
事
行
誼
材
識
之
士
入
直
賛
裏
。
時
得
待
詔
解
絹
:
:
:
桐

城
知
鯨
胡
搬
入
居
間
中
。
(
繍
，
f

一一…闘す-)

ω
永
築
初
簡
命
編
修
等
官
直
文
淵
閣
参
預
機
務
。
謂
之
入
閣
緋

E
。
「
明
禽
典
品
世
m
4
J

茸
守

f

「
翰
林
院
」

2
」

ω
永
築
初
選
翰
林
文
事
之
臣
六
七
人
、
直
文
淵
閣
参
典
機
務
。

(
鰭
畑
一
環
)

)
 

1
 

(
 



川w
永
築
初
命
編
修
等
官
於
文
淵
閣
参
預
機
務
、
調
之
内
閣
。

(
鯛
桝
)

制
内
閣
在
東
角
門
内
、
常
人
所
不
能
到
。
其
外
篇
文
淵
閤
則
翰

林
諸
公
之
所
慮
也
。
(
第
一
一
蹴
)

永
州
知
初
建
内
閣
子
東
閣
内
。
以
解
繕
等
七
人
在
内
閣
緋
事
以

(
剛
山
)

備
顧
問
。

川w
永
築
初
:
:
:
叉
増
建
子
東
閣
角
門
内
。
以
編
修
解
語
等
七
人

入
閣
参
預
機
務
典
論
蒋
。
謂
之
閣
臣
。
(
欄
+
誠
一
間
慨
す
)

仙

w

骨
骨
一
仲
一
裏
向
東
南
入
日
内
閣
。

(一一帥
士山
)

制
太
租
皇
帝
始
創
宮
殿
子
南
京
、
郎
子
奉
天
殿
之
東
建
文
淵
聞
、

壷
貯
古
今
載
籍
置
大
率
土
員
而
凡
翰
林
之
臣
皆
集
鷲
。
(
湖
町
一
鰍

卯

「

皐
J

士
院
」
」

以
上
の
史
料
の
う
ち

ωよ
り
例
ま
で
は
成
租
創
置
の
内
閣
が
議
政
の

場
所
と
し
て
文
淵
閣
内
に
聞
か
れ
、

そ
の
文
淵
閣
は
東
角
門
内
に
あ

っ
た
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
制
に
記
る
す
所
の
曾
極
門
は
明
代
で
は
左
順
門
に
首
た
り
、

判
例
の
東
閣
は
左
順
門
廊
に
在
っ
た
の
で
、
川

wω
仰
の
三
史
料
は
内

閣
が
左
順
門
内
に
聞
か
れ
た
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

叉
史
料
仰
は
内
閣
の
公
署
を
文
淵
閣
と
直
別
し
、
文
淵
閣
を
以
つ

て
翰
林
の
慮
る
所
と
し
て
い
る
匙
が
他
と
特
異
で
あ
る
。

内
閣
の
公
署
と
翰
林
官
の
居
虞
を
匿
別
す
る
ζ

と
は
一
臆
安
嘗
な

設
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
創
設
嘗
初
に
お
け
る
閣
臣
と
翰
林
院
と

の
閥
係
、
及
び
内
閣
の
質
態
等
よ
り
す
れ
ば
、
必
し
も
内
閣
の
公
署

と
翰
林
官
の
居
所
を
直
別
す
る
を
要
せ
ず
、
雨
者
が
文
淵
閣
を
共
用

し
た
と
考
え
て
差
支
え
な
い
。
蓋
し
翰
林
院
の
公
署
は
洪
武
二
十
七

年
制
皇
城
外
に
移
さ
れ
た
の
で
、
草
制
を
職
掌
と
す
る
翰
林
の
官
は

皇
城
内
に
一
鹿
の
居
所
を
必
要
と
し
た
。
さ
れ
ば
史
料
刷
は
翰
林
記

題

「
公
署
」
の
僚
に
「
公
署
雄
在
外
而
僚
属
相
楽
恒
在
館
閣
L

と
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あ
る
記
事
と
共
に
文
淵
閣
の
公
署
と
な
る
以
前
よ
り
己
に
翰
林
官
の

居
所
と
し
て
解
放
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
に
外
な
ら
な

し
か
も
箸
斉
漬
績
録
、
績
文
献
遁
考
糧
問
「
翰
林
院
」
、
及
び

金持州
山
人
績
稿
枇
信
組
「
翰
林
諸
事
士
表
序
」
等
広
「
文
淵
閣
本
翰
林

し、内
署
」
と
あ
る
は
正
に
右
の
事
買
を
確
詮
ゃ
つ
け
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。

ζ

れ
を
要
す
る
に
成
租
南
京
時
代
の
内
閣
は
東
角
門
内
の
文
淵
閣

と
左
順
門
内
の
東
閣
に
聞
か
れ
た
も
の
と
推
断
さ
れ
る
。
蓋
し
明
制

を
纏
承
し
た
清
朝
の
宮
閥
配
置
よ
り
類
推
す
れ
ば
、
南
者
は
極
め
て

且
つ
は
靖
難
の
内
饗
直
後
の
諸
種
の
事
情
に
よ

接
近
し
て
存
在
し
、



っ
て
議
政
の
場
所
が
一
定
せ
ず
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
文
淵
、
東
閣

の
二
閣
が
、
就
中
前
者
が
す
ぐ
れ
て
使
用
せ
ら
れ
た
も
の
と
想
わ
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
後
述
の
如
く
後
代
文
淵
閣
の
外
に
東
閣
が
閣
臣
票

擬
の
場
所
と
し
て
使
用
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
所
以
で
も
あ
る
。

次
に
北
京
遷
都
以
後
に
お
け
る
内
閣
の
位
置
に
つ
い
て
見
る
に
、

周
知
の
如
く
成
租
の
北
京
の
皇
城
造
営
は
永
幾
十
五
年
仰
に
起
工
さ

唱
E
ム

れ
、
同
十
八
年
に
は
ほ
ど
完
成
さ
れ
、
そ
の
規
模
は
悉
く
南
京
の
制

に
倣
い
且
つ
宏
大
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
北
京
に
お
け
る
文
淵
閣
が
建

造
さ
れ
た
質
年
代
は
ζ

れ
を
詳
に
し
難
い
が
、
少
く
と
も
同
十
八
年

頃
ま
で
に
は
竣
工
し
て

い
た
。
以
後
文
淵
閣
は
閑
臣
議
政
の
公
署
と

し
て
明
末
に
及
ん
だ

さ
て
北
京
に
於
け
る
文
淵
閣
は
最
初
奉
天
門
東
膜
の
南
に
設
け
ら

れ
た
。

印
ち
績
文
献
逼
考
容
九
十

「
皐
土
院
」

の
傑
に

「
成
租
肇

建
北
京
亦
開
閣
子
奉
天
門
東
膜
之
南
魚
屋
若
干
砲
高
冗
明
爽
清
巌
遼
a

と
こ
ろ
が
正
統
十
四
年
十
二
月
同

密
、
白
梼
日
文
淵
。
」
と
あ
る
。

閣
は
火
災
に
あ
い
、
前
地
に
近
く
午
門
内
に
改
築
さ
れ
た
こ
と
は
右

傑
の
外
に
可
斉
筆
記
(
帥
縄
問
誠
一
叩
)
の
記
す
慮
に
よ
っ
て
明
ら
か
で

あ
る
。
但
し
そ
の
貰
年
代
は
明
ら
か
で
な
い
。
但
し
天
順
以
前
な
る

こ
と
は
右
の
二
史
料
の
一
示
す
所
で
あ
る
。
そ
の
位
置
は
清
朝
時
代
の

内
閣
よ
り
も
や
L

西
に
位
す
る
。
周
知
の
如
く
清
朝
で
は
内
閣
と
文

淵
閣
は
完
全
に
分
離
し
、
文
淵
閣
は
議
政
の
所
で
は
な
く
欽
定
四
庫

全
書
を
臓
置
す
る
所
と
し
て
遅
く
乾
隆
三
十
九
年
間
の
建
立
に
か
L

り
、
文
華
殿
の
南
方
に
設
置
さ
れ
た
。
そ
れ
は
兎
も
あ
れ
明
代
の
内

閣
は
文
淵
閣
の
名
の
下
に
終
明
ま
で
午
門
内
に
存
置
さ
れ
た
。

前
述
せ
る
如
く
成
租
の
世
閣
臣
は
文
淵
閣
に
入
直
し
て
機
務
に
参

預
す
る
と
共
に
草
制
に
醤
っ
た
の
で
、
詔
教
の
謄
副
繕
正
を
職
と
す

る
中
書
舎
人
も
同
閣
に
分
直
し
た
。
首
時
内
閣
の
地
勢
は
中
書
舎
人

の
資
望
を
凌
駕
す
る
程
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
く
、
彼
等
は
一

堂
に
相
慮
っ
た
。
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然
る
に
仁
宣
時
代
内
閣
の
責
望
が
急
に
高
ま
る
と
、

ζ
t
A
に
閣
臣

の
重
職
の
一
た
る
草
制
の
面
に
お
い
て
雨
制
々
度
が
と
ら
れ
、
内
閣

は
内
制
を
、
外
制
は
翰
林
が
夫
々
分
掌
す
る
と
と
L
な
っ
た
。
こ
L

に
と
れ
と
関
連
し
て
宣
宗
の
世
、
閣
内
に
雨
坊
の
制
が
見
ら
れ
る
ζ

と
L

な
っ
た
。
卸
ち
閣
西
の
小
房
を
「
西
制
勅
房
」
と
稽
し
、
能
室
田

の
中
書
合
人
を
選
ん
で
こ
L
に
在
っ
て
制
詰
の
謄
副
繕
正
に
嘗
ら
し

め
、
閣
内
の
東
五
植
を

「
東
話
勅
房
」
と
稽
し
、
翰
林
の
諸
率
土
を

し
て
こ
L
に
あ
っ
て
外
制
を
専
管
せ
し
め
、
閣
臣
は
閣
内
の
西
五
極

(
中
堂
〉
に
あ
っ
て
機
務
に
嘗
っ
た
の
で
あ
る
。



そ
の
後
正
統
七
年
雌
に
至
っ
て
北
京
定
鼎
以
来
久
し
く
設
け
ら
れ

な
か
っ
た
翰
林
の
公
署
が
こ
L
に
復
建
さ
れ
た
が
、
同
院
も
復
た
外

廷
に
設
け
ら
れ
た
の
で
、
外
制
措
嘗
の
翰
林
の
諸
事
土
は
前
述
の
如

く
同
九
年
以
後
は
専
ら
東
聞
に
於
い
て
執
務
す
る
ζ

と
L

な
っ
た
。

可
斉
筆
記

(慰
問
蝕
域
)

に
よ
れ
ば
天
順
時
代
の
閣
制
に
つ
い
て

「
文
淵
閣
:
:
:
凡
十
間
皆
覆
以
責
瓦
、
西
五
問
中
掲
文
淵
閣
牌
、
牌

下
置
紅
植
、
購
貫
録
副
本
、
優
前
極
設
機
、
東
西
坐
。
徐
五
間
皆
後

列
書
植
、
隔
前
槌
矯
退
休
之
所
。」
と
記
し
て
い
る
魔
よ
り
す
れ
ば
、

先
に
率
土
が
草
制
に
嘗
っ
た
閣
東
の
五
極
|
東
話
教
房
ー
は
閣
臣
の

休
息
所
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
後
弘
治

の
世
に
至

っ
て
再
び
皐
土
或
は
粂
皐
土
が
同
房
に
あ
っ
て
外
制
を
掌

っ
た
が
、
次
の
正
徳
時
代
よ
り
は
外
制
は
復
た
東
聞
に
お
い
て
な
さ

れ
る
と
と
L

な
っ
た
の
で
、
嘉
靖
の
時
代
に
至
っ
て
蛮
に
閣
制
の
整

備
披
充
が
園
ら
れ
る
と
と
L
な
っ
た
。

即
ち
嘉
靖
十
六
年
間
山
間
中
の
一
聞
に
孔
子
と
四
配
の
像
を
設
け
芳

の
四
聞
は
戸
を
南
に
聞
い
て
閣
臣
務
事
の
庭
と
し
、
叉
閣
東
の
語
教

房
と
閣
西
の
制
教
房
を
改
造
又
は
増
築
し
中
書
の
書
緋
に
便
な
ら
し

め
た
。
東
詰
軟
買
に
中
書
が
い
て
外
制
の
謄
篤
に
あ
た
る
ζ

と
L

な

っ
た
の
も
蓋
し
と
の
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
こ
れ
ま
で
狭
陸
に

す
ぎ
た
内
閣
公
署
も
乙
t
A

に
整
備
さ
れ
る
と
と
L
な
っ
た
。
な
お
閣

臣
の
公
座
は
閣
臣
の
卒
等
主
義
と
宣
宗
親
宰
の
故
事
に
基
き
他
の
殿

閣
と
同
様
、
部
院
に
於
け
る
如
く
南
面
の
公
座
は
終
始
設
け
ら
れ
な

か
っ
た
。

因
み
に
最
初
内
閣
に
分
直
更
入
し
て
詔
冊
制
諾
の
謄
副
繕
正
に
あ

た
っ
た
中
書
舎
人
は
一
個
の
濁
立
し
た
官
宏
な
し
、
他
の
中
蓄
の
如

く
中
書
科
に
も
属
せ
ず
、
ま
た
内
閣
と
の
聞
に
も
統
属
関
係
は
な
か

っ
た
。
然
る
に
内
閣
の
資
望
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
次
第
に
内
閣
の
属

官
た
る
傾
向
が
見
ら
れ
、
景
順
以
後
に
於
て
は
宰
相
の
廃
吏
と
も
稽

せ
ら
れ
た
が
、
制
度
上
は
内
閣
に
隷
属
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
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然
る
に
嘉
靖
の
頃
よ
り
内
閣
の
権
勢
は
盆
々
強
く
な
り
、
南
房
中
書

の
遜
轄
は
内
閣
の
題
請
に
よ
る
ζ

と
L
な
っ
た
が
、
蓋
し
こ
の
頃
を

以
っ
て
南
房
の
中
書
が
制
度
上
内
閣
の
属
官
と
な
っ
た
も
の
と
推
断

さ
れ
る
。
春
明
夢
鈴
録
容
二
三
「
内
閣
」
の
僚
に
右
記
の
公
暑
の
整

備
績
張
を
記
し
た
末
文
に

'「
閣
制
始
備
」
と
あ
る
が
蓋
し
ζ

の
と
と

そ
も
そ
の
中
に
含
ま
せ
て
言
え
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は

兎
も
あ
れ
、

こ
の
よ
う
に
文
淵
閣
は
閤
臣
の
公
暑
と
し
て
そ
の
東
西

の
雨
房
に
麗
官
の
中
書
合
人
を
配
し
、
閣
臣
は
中
堂
に
お
い
て
園
事

且
つ
票
擬
に
嘗
っ
た
。
然
る
に
と
の
と
と
は
明
末
に
至
つ

を
議
し
、



て
東
閣
に
お
い
て
行
わ
れ
る

ζ

と
L

な
っ
た
。

東
聞
は
前
後
十
間

で
、
前
室
中
の
一
聞
に
孔
子
の
位
牌
を
供
え
、
首
輔
や
次
輔
等
は
こ

の
前
室
に
お
い
て
、
他
の
閣
臣
は
そ
の
後
房
に
於
い
て
乗
筆
し
た
ζ

と
前
述
の
如
く
で
あ
る
。
右
述
の
如
く
文
淵
閣
は
成
組
の
内
閣
創
置

以
来
閣
庄
の
公
署
と
し
て
専
ら
利
用
さ
れ
た
。
然
る
に
明
初
太
租
が

奉
天
般
の
東
に
建
立
し
た
文
淵
閣
は
宮
廷
に
於
け
る
園
書
館
的
性
格

を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
古
今
の
国
書
が
謹
く
離
さ
れ
、
太
租
は

政
務
の
余
暇
同
聞
に
赴
き
儒
臣
を
し
て
経
史
を
進
講
せ
し
め
、
翰
林

院
の
官
の
如
き
も
こ
L
に
於
い
て
勉
撃
に
努
め
た
の
で
あ
る
。

7J> 
L 

る
性
格
は
後
世
に
繕
承
せ
ら
れ
、
成
租
の
世
に
は
庶
士
口
土
を
同
閣
に

進
撃
せ
し
め
、
北
京
に
濯
都
す
る
や
南
京
所
臓
の
書
を
同
閣
に
移
し

て
同
閣
を
充
質
せ
し
め
て
明
道
興
治
に
資
せ
し
め
、
宣
宗
も
亦
屡
々

聞
に
幸
し
、
自
ら
経
文
を
披
閲
し
、
侍
従
の
詞
臣
(
欄
叩
献
閥
)
と
討

且
つ
時
政
を
容
詞
し
た
。
正
統
六
年
に
編
定
さ
れ
た
目
録
に

論
し
、

よ
れ
ば
線
じ
て
四
寓
三
千
余
冊
、
列
朝
の
貫
録
、
賀
訓
は
数
千
容
を

下
ら
な
か
っ
た
。

か
く
の
如
く
文
淵
閣
は
そ
の
初
期
に
お
い
て
は
績
文
献
通
考
容
九

「
率
土
院
」
の
僚
に
日
記
せ
る
が
如
く
講
讃
の
所
で
あ
っ
て
政
府

し
か
る
に
成
租
が
内
閣
を
同
閣
に
設
置
し
て
以
来

で
は
な
か
っ
た
。

次
第
に
識
調
所
た
る
性
格
を
稀
薄
に
し
、
所
蔵
の
固
書
の
如
き
も
正

「中
審
J

徳
中
盗
難
に
か
t

ふ
っ
た
ま
L
に
放
置
さ
れ
、
そ
の
後
張
萱
{
舎
人
)
カ

文
淵
閣
書
目
を
作
成
し
た
時
に
は
歓
失
多
く
、
同
書
籍
の
管
理
を
職

但

と
す
る
典
籍
は
全
く
虚
官
と
な
る
に
至
っ
た
。
清
朝
の
文
淵
閣
は
蓋

し
か
L
る
本
来
の
性
格
を
艦
艇
承
せ
る
も
の
で
あ
る
。

(2) 

定

員

内
閣
に
定
員
の
な
か
っ
た
事
は
己
に
孫
宗
津
が
そ
の
著
春
明
夢
徐

銀
各
一
一
一
一
一
「
文
淵
典
故
」
の
傑
に
於
て
明
言
せ
る
所
で
あ
り
、
ま
た

A
K
U
 

今
、

u

事
貰
検
索
し
た
史
料
中
に
も
定
員
に
つ
い
て
言
及
せ
る
も
の
は
皆
無

で
あ
る
所
よ
り
推
し
て
明
一
代
内
閣
に
定
員
が
定
め
ら
れ
な
か
っ
た

も
の
と
断
じ
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
試
み
に
内
閣
創
置
以
来
終

明
に
至
る
二
百
四
十
余
年
聞
に
於
け
る
閣
臣
数
を
年
次
別
に
検
索
表

一示
す
る
と
衣
の
如
く
で
あ
る

右
の
表
よ
り
し
て
第
一
に
言
え
る
こ
と
は
年
次
別
閣
臣
数
が
時
勢

を
反
映
せ
る
貼
で
あ
ろ
う
。
即
ち
永
築
よ
り
景
泰
に
至
る
時
期
と

天
啓
以
後
明
亡
に
至
る
二
時
期
は
そ
の
中
間
に
於
け
る
時
期
に
比
し

て
年
次
別
間
臣
数
が
多
い
。
そ
れ
は
特
に
一
は
纂
奪
と
言
う
圏
内
事

他
は
清
朝
の
興
起
と
云
う
圏
外
事
情
に
基
け
る
も
の
で
あ

情
を



明代内閣に於ける年次別閣臣数表

時代(年数)訳出 8人 17人 16人 15人 14人 13人 1 2人 1 1人

永築 (23) 7 人 2年 3年 7年 5年 6年

洪!照(1) 5 (1) 1ゲ

宣徳 (10) 5 (3) 1 /1 2/1 2 /1 2ゲ 3年

正統 (14) 8 (6) 1 /1 1ゲ 6 /1 も/1

景泰 (7) 9 (7 ) 4 /1 3/1 

天 I1頂(8) 8 (7 ) 1 /1 6/1 1 /1 

成化 (23) 10 (6) 4 /1 19// 

弘治 (18) 6 (5 ) 4 /1 14/1 

正徳 (16) 14 (12) 9 /1 7 /1 

嘉靖 (45) 27 (21) 6/1 18/1 18// 3年

隆慶 (6) 8 (5) 1ゲ 2/1 1 /1 2 /1 

高暦 (47) 20 (19) 8ゲ 20/1 9ゲ 10// 

泰昌(1 ) 3 (2) 1 /1 

天啓 (7) 21 (17) 2年 1 /1 1 /1 3 /1 

崇頑 (17) 50 (44) 4 /1 4 /1 8ゲ 1 /1 

全明 (242) 1 201 (1位)12//18ゲ 116ゲ 12ν149//199// 133// 113// 

り
、
中
聞
の
時
代
は
一
鹿
内
外
の
安
定
せ
る
時
期
で
、
同
時
に

政
治
の
停
滞
せ
る
時
期
で
あ

っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ

る
第
こ
に
は
全
代
を
遁
じ
て
閣
臣
は
毎
歳
三
人
前
後
の
時
代
が

多
か

っ
た
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
之
を
数
的
に
表
わ
す
と
四

l

二
人
の
年
は
全
代
の
布
%
に
首
た
る
。
こ
の
傾
向
は
己
に
早
く

「
楊
士
奇

・
楊
J

も
成
租
創
置
の
嘗
時
よ
り
現
わ
れ
、
特
に
三
楊

(策
・
楊
湾

)

ζ

の
事
買
は
閣
臣

執
権
の
正
統
以
後
に
於
い
て
顕
著
で
あ
る
。

を
一
時
三
名
に
限
定
す
る
風
を
馴
致
し
た
ら
し
い
。

史
乗
考

「
時
内
閣

- 39-

)内の数字は新入閣者を示す。

誤
審
五
に
楊
廷
和
の
入
閣
に
闘
す
る
記
事
と
し
て
、

例
用
三
人
。
李
東
陽
、
焦
芳
、
王
整
見
任
。
廷
和
復
謀
於
劉
字

(
一
一
一
一
)
托
朱
漉
(
耕
一
畑
一
銭
人
)
求
劉
産
取
入
閣
許
謝
透
。
理
許

之
下
手
教
取
廷
和
入
閣
緋
事
。」

と
述
べ
、
廷
和
の
入
閣
が
正

徳
二
年
で
あ
る
所
よ
り
し
て
、
文
中
頭
初
の
「
時
」
は
正
徳
の

初
年
、
更
に
は
遡
っ
て
前
代
の
弘
治
時
代
の
頃
ま
で
を
指
す
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
右
表
を
一
貫
し
て
直
ち
に
分
か
る

二行目(

如
く
天
順
よ
り
弘
治
に
至
る
各
時
代
に
於
て
は
三
人
制
が
組
封

優
位
を
占
め
て
い
る
の
で
、
そ
の
事
買
に
基
い
て
乙
与
に

「
例

用
三
人
」
と
稽
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て



廷
和
は
と
の
例
を
破
っ
て
入
閣
す
る
た
め
に
各
方
面
、
特
に
首
時
機

勢
を
撞
に
し
た
中
官
劉
理
の
内
援
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
e

こ

の
こ
と
か
ら
推
し
て
こ
の
三
人
制
は
制
度
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
慣
例
と
し
て
か
な
り
の
強
制
力
を
持

っ
て
い
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
且
つ
こ
の
三
人
制
は
内
閣
の
密

勿
的
な
性
格
を
保
持
す
る
上
に
於
い
て
遁
首
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

に
基
く
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
兎
も
あ
れ
以
後
も
か
な
り
長

く
優
位
を
占
め
た
。

た
いふ
前
述
の
如
く
晩
期
に
至
っ
て
非
常
時
局
を
克
服
す
べ
く
、
閣

臣
も
ま
た
多
く
翠
用
さ
れ
、
特
に
崇
頑
十
一
年
制
以
後
は
閣
匡
を
六

t
i
 

部
よ
り
夫
々
一
人
を
摺
用
す
る
と
と
を
立
前
と
す
る
に
至
っ
た
の

「
手

命

入

戸

で
、
閤
臣
数
(
別
)
も
従

っ
て
多
き
を
数
え
る
に
至
っ
た
。
し
か
し

時
己
に
遅
く
そ
の
後
数
年
に
し
て
明
朝
は
壊
滅
す
る
に
至
っ
た
。

な
お
明
代
の
閤
臣
数
は
右
表
の
如
く
線
じ
て
百
六
十
二
名
で
あ

る
。
こ
の
内
洪
照
元
年
仰
の
機
謹
と
宣
徳
元
年
仰
の
張
瑛
及
び
陳
山

唱

'

ム

噌

B
A

は
夫
々
華
葦
殿
或
は
謹
身
殿
大
事
土
に
除
せ
ら
れ
た
が
、
何
れ
も
機

務
に
参
預
す
る
ζ

と
な
く
し
て
他
官
に
改
め
ら
初
、
叉
嘉
靖
六
年
間
山

高
暦
十
年

席
書
は
武
英
殿
大
事
土
を
弄
し
た
が
到
任
前
に
卒
し
、

閉
山
潜
昆
も
同
じ
く
武
英
般
大
事
土
に
除
せ
ら
れ
た
が
疏
辞
し
て
任
に

。
h
uド

就
か
な
か
司
た
。

一
方
閣
臣
に
非
ず
し
て
関
職
に
預
っ
た
も
の
に
は
前
述
の
窪
義

(
閥
均
一
)
夏
原
吉
(
伊
翻
)
の
外
に
永
築
、

仁
宣
の
聞
に
は
王
英

(唯一畑

輯
)
、
王
直
(
鋒
釘
)
、
ま
た
正
統
-
時
代
に
は
張
輔
(
銀
関
)
、
胡
淡
(
何
時
一
)

等
が
あ

h
、
以
後
か
L

る
一例
を
見
な
い
。
蓋
し
初
期
に
於
け
る
か
L

る
現
象
は
内
閣
の
資
望
が
さ
し
て
高
く
な
く
且
つ
制
度
的
に
も
完
備

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ζ

と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
内
閣
の
属
僚
た
る
制
敷
、
話
教
雨
房
の
中
書
含
人
に
も
定
額

な
く
、
従
っ
て
臨
時
便
宜
に
従
っ
て
増
減
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
も
と
三
十
徐
人
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
恐
ら
く
は
そ
の
前
後

- 40ー

に
止
っ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
な
お
明
代
の
中
書
合
人
は
右

記
の
如
く
中
期
以
後
内
閣
の
麗
僚
と
な
る
に
至
っ
た
が
、
清
朝
に
於

い
て
は
前
述
の
如
く
そ
の
職
清
要
に
し
て
内
閣
の
属
官
で
な
か
司
た

た
ζ

と
周
知
の
遁
り
で
あ
る
。

(3) 

閣

JOP 

各
街
門
は
公
文
を
裂
す
る
場
合
、
皆
印
を
用
う
る
。
内
閣
即
ち
文

淵
閣
の
印
は
成
租
卸
位
の
嘗
初
制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ヲ
向
。

そ
れ
は
銀
製
で
方
一
寸
七
分
、
厚
さ
六
分
で
象
文
で
あ
る
。

ζ

の
こ



と
は
己
に
内
閣
が
最
高
の
衛
門
た
る
を
一
示
す
も
の
で
あ
り
、
翰
林
院

や
倉
事
府
の
印
が
銅
製
で
あ
る
の
と
併
せ
考
え
れ
ば
内
閣
の
地
勢
を

帥

そ
の
嘗
初
よ
り
琢
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

乙
の
閣
印
は
閣
臣
が
詔
草
、
題
奏
、
掲
帖
等
を
朝
廷
に
封
進
す
る

場
合
に
使
用
し
た
。
詳
し
く
言
え
ば
内
閣
が
朝
廷
に
上
進
す
る
文
書

は
機
密
を
要
す
る
も
の
な

e

の
で
、
何
れ
も
巌
封
し
御
前
に
至

っ
て
開

し
か
し
天
子
が
閣
臣
を
召

同

封
面
議
し
な
い
場
合
に
は
押
印
し
て
封
進
し
た
。

封
し

そ
こ
で
始
め
て
閣
印
を
用
い
る
。

一
方
内
閣
が
諸
司
に
文
書
を
や
る
場
合
に
は
翰
林
院
の
印
を
使
用

し
、
諸
司
が
内
閣
に
文
書
を
や
る
場
合
に
は
内
閣
と
稽
せ
ず
た
ど
一
翰

林
院
と
稽
し
た
。
乙
れ
は
屡
述
す
る
如
く
内
閣
創
置
嘗
初
に
お
け
る

内
閣
と
翰
林
と
の
密
接
な
閥
係
、
卸
ち
最
初
の
七
閣
臣
が
悉
く
翰
林

の
官
で
あ
っ
た
こ
と
、
永
幾
六
年
以
後
閣
臣
に
よ
っ
て
翰
林
の
院
事

が
署
せ
ら
れ
た
と
と
、
更
に
は
内
閣
が
も
と
翰
林
の
内
署
で
あ
っ
た

と
と
等
に
起
因
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
内
閣
の
威
擢
は
日
毎
に
高
ま
り
、
仁
宗
の
世
に
は
院
事
を

署
し
な
く
な
り
、
宣
宗
時
代
に
至
っ
て
閣
制
は
一
躍
整
備
さ
れ
、
且

同

つ
内
閣
に
文
淵
閣
の
印
が
新
た
に
下
賜
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
事

買
は
内
閣
が
翰
林
よ
り
分
離
し
て
一
個
の
濁
立
し
た
衛
門
を
形
成
せ

ん
と
す
る
過
程
を
表
明
せ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
内
閣
が
唐
宋
以
来
翰
林
の
職
と
な
っ
た
草
制
の
こ
と
を
依

然
措
嘗
す
る
以
上
、
内
閣
と
翰
林
を
完
全
に
分
離
せ
し
め
る
と
と
は

職
制
上
困
難
で
あ
っ
た
。

卸
ち
宣
宗
の
世
翰
林
の
諸
率
土
は
な
お
文

@
 

淵
閣
に
在
り
、
正
統
七
年
に
及
ん
で
漸
く
翰
林
院
の
公
署
が
復
建
さ

れ
、
雨
者
の
分
離
が
一
臆
明
確
化
さ
れ
る
に
至
っ
て
も
、
院
中
な
お

閣
臣
の
公
座
が
特
設
さ
れ
た
し
、
ま
た
朝
廷
の
召
宣
に
は
大
挙
士
を

帥

以
っ
て
せ
ず
翰
林
事
土
を
以
っ
て
し
た
。

し
か
し
他
方
内
閣
の
資
望
が
高
ま
り
、
勢
威
が
強
大
と
な
る
に
従

っ
て
、
内
閣
の
諸
司
に
謝
す
る
公
文
も
首
初
の
如
く
翰
林
そ
稽
す
る

- 41ー

を
屑
し
と
せ
ず
し
て
「
曾
同
」
を
稽
し
、
景
泰
初
年
に
至
っ
て
九
卿

と
内
閣
と
の
聞
に
取
か
わ
さ
れ
る
文
書
は
何
れ
も
内
閣
を
稽
す
る
と

と
L
な
っ
た
の
で
閣
印
も
ま
た
乙
の
頃
よ
り
諸
司
に
封
し
て
も
使
用

せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
閤
印
は
世
間
暦
中
盗
去

さ
れ
、
補
鐸
下
賜
さ
れ
た
が
、
首
時
に
於
け
る
内
閣
の
素
凱
の
献
が

同

推
知
さ
れ
る
。

因
に
内
閣
の
官
房
た
る
南
房
に
も
印
を
存
し
、
中
書
の
う
ち
品
秩

同

の
高
い
も
の
が
こ
れ
を
管
理
し
た
。



(4) 

閑

臣

の

選

法

閤
臣
の
入
閣
の
方
途
は
こ
れ
を
「
親
擢
」

と

「
廷
推
」

と
「
私

薦
」
の
三
つ

に
大
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
こ
の
分
離
は
概

念
的
で
あ
っ
て
、
賞
際
に
は
こ
の
三
者
が
相
互
に
錯
綜
し
て
い
て
何

れ
に
断
定
さ
る
べ
き
か
を
決
し
難
い
場
合
が
多
い
。

而
し
て
そ
の
初
期
に
於
て
は
親
擢
に
由
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ

の
こ
と
は
最
初
の
七
人
の
閣
臣
の
殆
ど
が
親
擢
さ
れ
て
い
る
事
に
よ

司
て
も
知
ち
れ
る
所
で
あ
り
、
ま
た
孫
如
携
の
上
疏
聞
に
も、

同

仕

宗
任
用
閣
臣
多
由
特
筒
」

と
あ
る
。

廷
推
の
方
法
も
亦
古
く
か
ら
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
高
暦
四
年
間
劉

肇
が
首
輔
張
居
正
を
劾
疏
せ
る
文
中
に

「租
宗
朝
用
内
閣
家
宰
必
由

廷
推
」

と
あ
い

ま
た
同
十
九
年
陸
光
租
の
上
疏
中
に
も

「
臣
愚

以
潟
曾
推
大
典
租
制
決
不
可
康
、
私
薦
内
降
其
端
決
不
可
啓
」
と
あ

り
、
事
貰
内
閣
最
初
の
七
人
中
の
一
人
胡
揮
の
入
閣
が
御
史
壷
、
吏

部
及
び
閣
臣
解
繕
の
推
薦
に
よ

っ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
誼
明
さ
れ
得

同

ト
仇

A
ノ。

右
に
よ

っ
て
親
擢
と
廷
推
の
二
方
式
が
明
初
よ
り
存
し
た
こ
と
明

ら
か
で
あ
る
が
、
内
閣
創
置
の
首
初
に
あ

っ
て
は
そ
の
濁
裁
制
を
貫

徹
せ
ん
と
す
る
成
租
の
政
治
理
念
を
反
映
し
て
、
親
擢
と
云
う
官
吏

任
用
に
お
け
る
特
別
な
途
が
専
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
想
わ
れ

る
。
後
そ
れ
が
ま
た
故
事
と
な

っ
て

以
後
明
亡
に
至
る
ま
で
時
に

屡
々
例
用
さ
れ
る
こ
と
与
な
っ
た
。
前
記
孫
如
携
の
上
疏
の
後
文
に

「
遠
無
論
、
在
世
廟
則
有
張
璃

・
桂
琴

・
方
献
夫

・
夏吾一回

・
徐
階

・

在
穆
廟
則
有
陳
以
勤

・
張
居
正

・
趨
貞

表
煉

・
巌
謂

・
李
春
芳
、

士
口
、
在
榊
廟
則
有
許
園
・
越
志
泉

・
張
位
、
卸
皇
考
之
用
朱
園
酢
亦

特
簡
也
。」
と
述
。
へ
、

彼
が
廷
推
に
由
ら
ざ
る
を
以
っ
て
言
官
よ
り

ー寸

租

証
せ
ら
れ
た
事
に
謝
し
て
右
の
如
く
反
駁
を
加
え
て
い
る
こ
と
に
よ

n
d
 

d
n官

つ
で
も
首
肯
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
廷
推
な
る
形
式
は
高
官
任
用
に
於
け
る
正
統
的
な
も
の

で
、
圏
内
が
静
寧
と
な
る
に
従
っ
て
こ
の
方
途
が
採
用
さ
れ
て
く
る

の
は
嘗
然
と
言
う
べ
く
、
嘉
靖
の
前
中
十
頃
に
な
る
と
こ
の
傾
向
が
穎

著
と
な
る
に
至
る
。
即
ち
春
明
夢
徐
録
巻
二
三
に
は
「
夏
言
以
後
閤

巨
人
間
白
金
田推
。」
と
あ
り
、
ま
た
野
獲
編
巻
入
「
内
閣
」
の
僚
に
も

嘉
靖
二
十
八
年

ωに
閣
臣
を
曾
推
し
た
事
が
見
え
て
い
る
。
但
し
ζ

の
場
合
は
何
れ
も
上
意
に
嘗
ら
な
か
っ
た
の
で
、
結
局
そ
の
名
前
に

よ
っ
て
強
治
と
李
本
の
二
名
が
特
筒
さ
れ
る
ζ

と
L
な
っ
た
。

勿
論
親
擢
は
天
子
個
人
の
怒
意
に
よ

っ
て
決
せ
ら
れ
の
で
、
天
子



樺
の
強
大
な
時
代
に
は
ζ

の
方
途
が
容
易
に
採
用
さ
れ
る
欝
で
、
前

記
孫
如
瀞
の
上
疏
中
に
も
見
ら
れ
る
如
く
世
宗
は
大
雄
の
議
を
貫
徹

せ
ん
と
し
て
張
瑠
、
桂
募
等
を
、

ま
た
末
年
に
至
っ
て
は
李
春
芳
、

巌
前
等
の
所
語
青
調
宰
相
を
怒
に
入
閣
せ
し
め
て
い
る
。
而
し
て
高

暦
以
降
と
な
る
と
閣
臣
の
任
用
は
曾
推
に
由
る
べ
き
だ
と
の
世
論
が

強
く
現
れ
て
く
る
。
前
記
陸
光
組
(
開
制
)
や
劉
蓋
(
矧
)
の
上
疏
は
と

の
ζ

と
を
詮
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
ζ

れ
等
の
主
張
に
は
吏
部

や
都
察
院
が
自
己
の
職
権
を
回
復
せ
ん
と
す
る
意
志
が
内
包
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
見
逃
す
曹
に
は
行
か
な
い
。

元
来
廷
推
は
内
閣
、
都
察
院
、
吏
部
等
の
公
同
の
推
薦
に
基
く
も

の
で
あ
り
、
就
中
吏
部
は
そ
の
職
掌
上
禽
推
の
中
心
を
な
す
の
が
立

同

前
で
あ
っ
た
。
然
る
に
張
居
正
及
び
そ
れ
に
績
く
申
時
行
の
時
代
は

内
閣
の
極
盛
期
に
嘗
た
り
、
吏
部
も
都
察
院
も
そ
の
職
穫
を
い
た
く

侵
害
さ
れ
て

い
た
乙
と
既
に
拙
稿
「
明
代
内
閣
制
度
の
成
立
と
護

達
」
中
に
於
い
て
詳
述
せ
し
如
く
で
あ
る
。
従
っ
て
内
閣
の
威
権
が

大
い
に
失
墜
し
た
明
の
晩
期
に
至

っ
て
廷
推
形
式
が
優
位
を
と
る
に

至
る
の
は
蓋
し
嘗
然
と
一
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
と
の
こ
と
は

刷

崇
頑
の
世
に
至
っ
て
迭
に
故
事
と
な
る
に
至

っ
た
。

崇
顧
時
代
に
な
る
と
明
朝
の
命
数
は
愈
々
危
殆
に
瀕
し
た

と
の

非
常
時
局
を
反
映
し
、
施
鳳
来
等
の
請
に
よ

っ
て
廷
推
形
式
に
更
に

こ
の
廷
推
枚
卜
の
法
に
よ
っ
て
閣

臣
の
翠
用
が
決
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
蓋
し
高
暦
中
捌
吏
部
尚
書
孫

不
一
揚
が
賄
略
者
に
謝
す
る
た
め
に
考
選
に
製
畿
法
を
用
い
た
の
と
軌

を
一
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
崇
顧
元
年
入
閣
の
銭
龍
錫

・
来
宗
道
，

古
の
枚
卜
の
法
が
加
え
ら
れ

-
楊
景
辰
・
李
標
・
劉
鴻
訓
・
周
道
登
の
六
人
は
乙
の
方
迭
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
一
方
か
L
る
末
期
的
な
選
法
に
あ
き
た
ら
ず
、
帝
は
同
八

年
廷
臣
(
伊
百
九
)
に
謝
し
て
票
擬
の
試
を
課
し
、
そ
の
成
績
の
可
否

に
よ
っ
て
閣
臣
に
擢
用
し
た
。
文
震
孟
、
張
至
避
の
入
閣
は
こ
れ
に

同

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
明
末
に
於
て
は
閣
臣
の
選
用
に
意
を
用
う
る
所
あ
っ

た
が
、
結
局
有
能
卓
抜
な
人
物
を
翠
用
し
得
る
に
至
ら
ず
し
て
明
は

滅
亡
し
た
。

私
薦
に
於
て
は
そ
の
推
薦
者
は
天
子
と
最
も
接
燭
が
多
く
且
つ
有

力
な
る
こ
と
を
必
須
係
件
と
す
る
。
従
っ

て
閣
臣
や
中
官
が
推
薦
者

と
し
て
目
さ
れ
た
の
で
は
嘗
然
で
あ
る
。

閣
臣
の
推
薦
は
古
く
は
嘗
類
、
馬
愉
が
楊
祭
或
は
楊
士
奇
に
よ
っ

附
w

伺

て
入
閣
し
た
闘
の
を
始
と
し
、
殆
ど
各
時
代
に
そ
の
事
例
を
見
る
と



と
が
出
来
る
。
而
し
て
こ
の
こ
と
の
最
も
著
し
か
っ
た
の
は
「
主
を

震
わ
す
」
と
ま
で
稽
せ
ら
れ
た
張
居
正
の
時
代
で
あ
る
。
即
ち
潜
成

-
張
四
維
・
馬
自
彊
・
申
時
行
の
四
者
は
彼
の
薦
に
よ
る
も
の
で
あ

帥り
、
前
記
劉
蓋
の
劾
疏
は
成
令
を
無
視
し
た
張
居
正
の
か
L
る
私
薦

に
封
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
尚
お
閤
臣
中
首
輔
の
推
薦
が
尤
も
有
力

に
し
て
従
っ
て
最
も
多
く
な
さ
れ
た
こ
と
は
幾
多
の
事
例
の
聾
す
る

所
で
あ
る
。

ま
た
内
廷
よ
り
す
る
中
官
の
私
薦
の
鴨
矢
は
王
文
の
入
閣
仰
に
あ

噌

i

る
。
彼
は
中
官
王
誠
に
結
納
し
閣
臣
高
穀
に
通
じ
、
吏
書
粂
率
土
を

以
っ
て
翠
用
さ
れ
た
。
因
み
に
吏
部
尚
書
の
入
閣
は
彼
を
以
っ
て
始

帥

と
す
る
。

周
知
の
如
く
中
官
の
勢
力
は
成
租
の
世
に
萌
芽
し
、
数
養
を
高
め

て
衣
第
に
内
廷
に
勢
力
を
扶
植
し
、
英
宗
の
世
、
王
振
に
至
っ
て
そ

の
勢
威
大
い
に
振
い
、
逮
官
多
く
そ
の
門
に
至
っ
た
が
、
未
だ
閣
臣

中
彼
の
陰
薦
に
よ

っ
て
入
閣
し
た
も
の
を
見
な
い
。

ζ

れ
は
楊
祭
等

が
こ
の
こ
と
を
議
知
し
、
先
に
曹
鼎
、
馬
愉
等
を
推
薦
し
て
彼
に
陰

薦
す
る
余
地
を
な
か
ら
し
め
た
事
に
基
く
。
然
る
に
間
も
な
く
曹
士
ロ

群
は
徐
有
貞
、

李
賢
を
援
い
て
入
閣
せ
し
刷
、
武
宗
が
劉
嘩
を
寵
用

し

政
務
を
嘩
に
委
任
す
る
に
及
ん
で

一
時
劉
嘩
時
代
が

現
出

劉
字
、
曹
元
等
は
何
れ
も
彼
の
内
援
に
よ
っ
て
相
纏

刷

い
で
入
閣
し
た
。
そ
の
後
天
啓
時
代
説
忠
賢
が
勢
力
を
得
る
や
、
施

困

鳳
来
、
李
圏
構
等
は
彼
の
援
に
よ
っ
て
大
用
さ
れ
た
。
ま
た
滅
亡
の

ハ
υ

愈
々
目
臆
に
追
っ
た
崇
顧
十
三
年
悦
に
入
閣
し
た
陳
演
は
傑
封
す
べ

ハU

同

き
策
聞
を
務
め
中
官
よ
り
入
手
し
旨
に
か
な
う
を
得
た
。

し

焦
芳
、

ζ

の
よ
う
に
中
官
が
内
廷
に
紹
大
な
勢
力
を
保
有
し
た
時
代
、
彼

ま
た
彼
等

等
の
陰
薦
内
援
に
よ
っ
て
閣
臣
の
選
用
が
見
ら
れ
た
が
、

に
よ
っ
て
閣
臣
が
罷
期
さ
れ
た
場
合
も
少
く
な
か
っ
た
。
例
え
ば
正

徳
の
世
、
劉
健
、
謝
遷
及
び
劉
字
は
劉
瑳
に
よ
り
、
隆
康
の
末
年
高
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扶
は
鴻
保
に
よ
り
何
れ
も
致
仕
罷
克
せ
し
め
ら
れ
た
如
き
は
そ
の
一

同

例
で
あ
る
。

と
れ
を
要
す
る
に
閣
臣
の
選
法
は
天
子
が
そ
の
大
権
を
掌
握
す
る

そ
の
度
合
い
の
如
何
に
よ
っ
て
略
々
決
定
さ
れ
る
。
即
ち
天
子
が
自

ら
大
権
を
掌
握
し
た
時
代
例
え
ば
成
租
或
は
世
宗
の
世
に
於
い
て
は

親
擢
な
る
形
式
が
す
ぐ
れ
て
採
用
さ
れ

一
方
天
子
が
政
治
を
顧
み

ず
或
は
臣
下
に
大
権
を
委
任
し
た
時
代
、
例
え
ば
武
宗
及
び
寓
暦
初

年
の
如
き
に
於
て
は
私
薦
に
よ
る
場
合
が
多
か
?
た
。
而
し
て
そ
の

他
の
卒
時
に
於
て
は
高
官
任
用
の
正
統
た
る
廷
推
に
よ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
し
か
し
内
閣
の
地
位
よ
り
し
て
獄
官
運
動
も
激
し
く
従
っ



て
請
託
が
盛
行
し
、
そ
れ
が
私
薦
と
な

っ
て
現
れ
て
く
る
こ
と
は
容

易
に
理
解
さ
れ
る
所
で
あ
る
が
、

ζ

の
私
薦
が
他
の
選
法
と
同
時
に

行
わ
れ
、
そ
の
何
か
に
重
力
を
求
む
べ
き
か
決
定
し
難
い
場
合
も
少

し
と
し
な
い
。
例
え
ば
三
楊
以
後
帝
の
親
擢
を
蒙

っ
た
者
は
彰
時
と

岳
正
の
二
人
の
み
と
稽
せ
ら
れ
た
岳
正
が
吏
部
尚
書
王
期
の
鳶
を
う

内
高
暦
の
世
肌
張
位
、
趨
志
泉
が
親
擢
に
よ
る
と
雄
も
買
は
首
輔

(

刷

幻

申
時
行
の
薦
に
よ
り
刈
明
末
臼
蒋
徳
環
が
首
輔
周
延
儒
の
預
薦
を
う

什
U

掛

け
て
廷
推
さ
れ
た
如
き
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

因
み
に
内
閣
の
官
房
た
る
中
書
会
人
の
考
選
に
つ
い
て
一
言
す
れ

ば
、
南
房
の
中
書
は
そ
の
品
秩
よ
り
し
て
そ
の
考
選
権
は
元
来
吏
部

に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
そ
の
後
彼
等
の
職
掌
と
地
位
の

清
要
化
に
伴
っ
て
そ
の
考
選
権
は
漸
く
吏
部
よ
り
離
れ
て
内
閣
に
錦

す
る
傾
向
を
と
る
に
至
っ
た
。
卸
ち
嘉
靖
初
年
中
書
の
歓
員
補
充
に

際
し
て
は
内
閣
が
具
題
し
、
吏
部
が
査
訪
考
選
に
笛
り
、
更
に
は
内

閣
は
ま
L
吏
部
の
査
訪
考
選
楼
を
も
奪
い
、
掌
房
の
典
籍
に
命
じ
て

呈
堂
題
補
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

な
お
中
書
の
考
察
に
つ
い
て
は
成
化
時
代
よ
り
翰
林
の
嵐
官
と
共

に
閣
臣
と
拳
土
の
曾
同
評
定
に
委
ね
ら
れ
吏
部
は
と
れ
に
干
預
す
る

と
と
が
出
来
な
か
?
た
が
、
弘
治
末
に
考
察
の
制
が
確
定
さ
れ
て
よ

同

り
は
部
院
考
察
の
封
象
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

②① 註

拙
稿
「
明
代
内
閣
制
度
の
成
立
と
設
逮
」
(
東
方
撃
第
二
十
一
輯
)

明
史
容

7
「
成
租
紀
」
、
春
明
夢
徐
録
(
北
京
宮
隣
国
設
第
二
章
「
外

朝
及
内
廷
」
の
練
所
引
)

北
京
宮
闘
園
設
第
二
章
「
外
朝
及
内
廷
」

山
樵
蝦
語
(
明
代
建
築
大
事
年
表
所
引
)

清
曾
典
省
側

議
徐
録
(
中
書
典
故
集
紀
倉
4
所
引
)

野
獲
編
谷

9
「
爾
殿
雨
房
中
合
」
、
警
斉
摘
制
緩
録
、
識
徐
録
(
同
右
)

春
明
夢
徐
録
巻
お
「
内
閣
」
、
典
故
紀
関
谷
口
、
議
除
録
(
中
香
典
故

祭
紀
省
四
)

績
文
献
遁
考
品
信
仰
「
率
士
院
」
、
典
故
紀
関
谷
口
、

彰
文
直
感
公
筆
記

欽
定
績
文
献
遁
考
谷
臼
「
申
書
科
」
、
明
曾
要
各
却
「
中
書
舎
人
」

績
文
献
通
考
容
叩
「
零
士
院
」
、
典
故
紀
聞
各

9

詞
林
典
故
(
中
書
典
故
実
紀
倉

3
所
枚
)
、
曝
書
亭
集
駿
(
向
上
)

野
獲
編
各

7
「
輔
臣
殿
閤
街
」
、
績
文
献
通
考
倉
山
出
「
官
制
」
、
異
典
述

倉

2
、
蝿
見
抽
悦
歳
抄
(
日
下
奮
聞
各

8
所
枚
)

春
明
芝
陣
録
山
宿
泊
「
列
輔
起
家
考
」
、
明
・史
山
哲
郎
「
席
書
」

野
獲
一
続
出
右

7
「
王
抑
考
人
閣
」
、
春
明
夢
徐
鎌
倉
泊
、
明
史
山
密
政
「
王

英
」
、
同
省
邸
「
玉
直
」
、
内
閣
行
賀
谷

3
「
楊
海
」

内
閣
小
議
(
中
香
典
故
奨
紀
各

1
所
引
)

同
右

憲
章
類
編
谷
川
此
「
政
府
」
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同
右
、
翰
林
記
谷

1
「
印
信
」
強
識
略
(
明
曾
要
谷
川
品
「
印
信
」
所
引
)

同
右
、
同
右
、
春
明
夢
除
鍛
品
位
お

玉
光
剣
策
集
(
中
香
典
故
奨
紀
各

2
所
枚
)

宣
宗
貫
録
「
宣
徳
四
年
十
月
」

綴
文
献
遇
考
各
部
「
翰
林
院
」

憲
章
類
編
(
中
香
典
故
発
紀
容

4
所
蚊
)
、
玉
光
剣
鏑
集
(
申
書
典
故

索
紀
谷

2
所
枚
)

吾
撃
編
品
也
前
「
皇
明
百
官
述
下
出
世
」

明
史
山
右
側
「
孫
如
務
」

明
史
谷

m
「
劉
婆
」

吾
皐
編
品
世
相
ω
「
太
子
賓
客
胡
公
」

春
明
夢
徐
鍛
谷
お
「
吏
内
問
陸
光
租
疏
」
、
糸
総
鎌
倉
ロ
「
高
暦
二
十
年

二
月
初
二
日
吏
部
一
本
」

春
明
夢
徐
録
(
申
書
典
故
奨
紀
容

1
所
引
)

明
史
谷
川
叫
「
孫
杢
揚
」
、
岡
谷
川
品
「
卜
輔
子
天
」
、
三
編
(
明
曾
要
谷
初

「
宰
輔
雑
録
」
所
引
)

同
容

M
「
閣
試
票
擬
」
、
玉
堂
膏
記
谷
上
、
明
史
谷
組
「
文
笈
孟
」
、

岡
山
世
加
「
整
会
設
」

明
史
谷
間
「
菌
剤
」
、
岡
谷
胤
「
馬
除
」
、
憲
章
類
編
谷
一
比
「
内
閣
」

明
史
谷
川
ω
「
劉
肇
」
、
岡
谷

m
「
張
四
維
」
「
馬
自
強
」
、
間
企
山
「
申

時
行
」

明
史
出
世
一
川
「
手
文
」
、
彰
文
懲
公
筆
記

隻
渓
雑
記
(
史
乗
考
設
省
三
所
引
)

唱

'

ム

-

、

，

串
田
章
類
編
谷

M
「
内
閣
」
、
明
史
容

8
「
王
建
」
、
岡
谷
川
川
「
焦
芳
」

噌

E

A

'

一、

明
史
品
也
知
「
李
関
樽
」
、
三
編
(
明
曾
要
各
ぬ
「
宰
輔
雑
録
」
所
引
)
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⑩⑧  

明
史
容
加
「
陳
演
」

憲
章
類
編
谷

M
「
内
閣
」
、
明
史
各
制
「
劉
字
」
、

谷
6
「
高
扶
」
、
明
史
品
世
間
「
高
扶
」

明
史
山
積
一
川
「
彰
時
、
岳
正
」

野
獲
編
谷

9
「
太
宰
推
内
閣
」
、
春
明
夢
徐
鎌
倉
幻
「
吏
何
陸
光
組
疏
」

明
史
倉
山
「
越
士
山
門
牢
」

明
史
昌
也
知
「
蒋
徳
碩
L

内
閣
小
識
(
中
香
典
故
奨
紀
容

1
所
収
)
、
議
徐
録
(
向
上
)
、
野
獲
編

曲
也
ロ
「
中
番
考
察
」

嘉
靖
以
来
首
輔
侍

⑫@  @@  

閣

臣

の

出

自
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入

閣

の

資

格

既
述
の
如
く
明
代
の
閤
臣
は
成
租
創
置
の
首
初
か
ら
原
官
の
如
何

に
拘
ら
ず
悉
く
翰
林
の
官
に
遁
除
し
て
入
閣
せ
し
め
た
。
こ
の
こ
と

は
創
置
嘗
初
筒
用
さ
れ
た
七
人
の
中
そ
の
大
牢
が
翰
林
の
官
で
あ
っ

た
ζ

と
L

共
に
以
後
閣
臣
を
翰
林
よ
り
例
用
す
る
故
事
を
聞
く
こ
と

与
な
っ
た
。
蓋
し
唐
宋
以
来
の
翰
林
院
の
歴
史
と
特
に
創
置
首
初
に

於
け
る
内
閣
と
翰
林
と
の
閥
係
に
基
け
る
と
と
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
そ
の
初
期
に
於
て
は
必
し
も
そ
の
資
格
に
拘
束
さ
れ
な
か
っ

た
と
と
は
右
表
付
に
示
す
如
で
あ
る
。



閣医の出自表 H 

時 閣 進 土 そ

臣 一 庶吉
進 の

代 数
甲 土 土

他

永型経 7 1 1 3 2 ， 

洪照 1 1 

宣徳 3 1 2 

正統 6 4 2 

景泰 7 2 2 2 1 

天順 7 3 2 2 

成化 6 1 5 

弘治 5 2 3 

正徳 12 3 6 3 

嘉靖 21 4 12 5 

隆慶 5 5 

高暦 19 7 12 

泰昌 2 2 

天啓 17 5 12 

崇頑 44 10 23 11 

計 1162 11 42 1 87 1 28 1 5 

然
る
に
天
順
の
世
、
李
賢
の
建
議
に
よ

っ
て
以
後
進
土
起
家
に
非

ざ
れ
ば
翰
林
に
居
て
孤
卿
と
な
る
を
得
ず
、
翰
林
出
身
に
非
ざ
れ
ば

内
閣
に
入

っ
て
宥
密
に
居
る
を
得
な
い
こ
と
L

な
っ
た
。
そ
の
理
由

と
す
る
所
は
夙
に
そ
の
清
要
な
地
位
と
職
掌
に
よ
っ
て
、
国
政
を
据

嘗
す
べ
き
閣
臣
の
プ
l
ル
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
翰
林
が
、
景

泰
時
代
に
陳
循
等
に
よ
っ
て
雑
流
が
胃
鈴
さ
れ
昏
鈍
浮
薄
の
徒
の
多

く
集
る
所
と
な
っ
た
ζ

と
に
在
る
。
か
く
て
天
順
二
年
制
李
賢
は
大

1
i
 

明
一
統
志
の
重
修
を
機
舎
に
非
進
士
出
身
者
を
改
職
し
て
翰
林
を
一

新
す
る
と
共
に
右
の
如
き
規
制
を
加
え
る
こ
と
を
請
う
て
許
さ
れ
た

の
で
あ
る(，

か
く
て
天
順
以
後
乙
の
規
定
が
大
む
ね
遵
守
さ
れ
た
と

と
は
右
表
よ
り
推
知
す
る
ζ

と
が
出
来
よ
う
。

明
制
に
よ
れ
ば

一
甲
は
洪
武
二
十
一
年
一
時
よ
り
欣
元
は

修
撰
に
、
梼
眼
と
探
花
は
夫
々
編
修
に
擢
用
さ
れ
る
定
め

で
あ
り
、
庶
吉
土
は
周
知
の
如
く
二
甲
、
三
甲
中
の
優
秀

者
よ
り
棟
選
し
、
庶
士
口
土
と
し
て
一
定
期
間
教
習
し
、

そ

の
成
材
の
次
第
に
よ
っ
て
擢
用
す
る
制
度
で
己
に
洪
武
十

八
年
よ
り
施
行
せ
ら
れ
、
そ
の
優
秀
者
は
編
修
或
は
検
討

に
除
せ
ら
れ
た
。
而
し
て
右
表
の
庶
吉
土
中
十
入
名
の
不
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明
者
を
除
く
外
は
何
れ
も
翰
林
に
擢
用
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
閤
臣
た
る
に
は
第
一
篠
件
と
し
て
進
土
た
る
ζ

と
を

要
し
、
更
に
進
土
中
最
優
秀
者
た
る
一
甲
と
、

ζ

れ
に
衣
ぐ
庶
士
同
士

と
よ
り
擢
用
さ
れ
る
翰
林
官
た
る
と
と
が
第
二
の
傑
件
と
し
て
要
請

さ
オも

こ
の
二
つ
の
篠
件
を
満
た
す
者
に
し
て
初
め
て
入
閣
し
得
る

資
格
が
奥
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
の
よ
う
に
閣
臣
を
規
制
棟
選
し
た
こ
と
は
内
閣
の
地
位
を
清
要

た
ら
し
め
る
基
盤
と
も
な

っ
た
が
、
同
時
に
外
僚
を
拒
否
す
る
か
L

る
排
他
的
な
規
制
は
、
内
閣
そ
し
て
世
務
に
疎
い
秀
才
の
集
ま
る
所



た
ら
し
め
、
延
い
て
は
園
政
の
麗
理
に
遺
憾
な
き
を
期
し
得
な
っ
た

ζ

と
想
像
に
難
く
な
い
。

明
末
に
至
っ
て
非
常
時
局
に
際
禽
す
る

ゃ
、
従
来
の
成
例
を
破
っ
て
大
量
の
閣
臣
在
外
僚
よ
り
擢
用
す
る
に

至
っ
た
事
は
正
し
く
と
れ
を
明
詮
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

ま
た
か
t
A

る
規
制
に
封
し
外
僚
は
之
を
歎
観
し
て
い
た
需
で
は
な

く
、
そ
の
不
満
は
屡
々
朝
廷
に
向
っ
て
寝
言
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば

野
獲
編
容
十
、
「
詞
林
拝
太
宰
」
の
篠
に
「
閣
臣
之
専
用
調
林
自
嘉

靖
中
葉
始
、
迄
今
恰
六
十
年
。

此
誠
偏
枯
不
均
事
。
今
年

(
持
活
)

二
部
相
(
蹴
佐
賀
)
公
並
去
。
正
擬
血
友
立
。
言
官
固
有
内
外
粂
用
議
。」

と
あ
る
に
よ
っ
て
も
充
分
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
右
表
付
に
見
る
如
く
明
一
代
閣
臣
は
概
し
て
右
の
規
制

に
従
っ
て
大
用
さ
れ
た

た
い
ふ
第
二
の
傑
件
に
か
な
わ
ず
し
て
外
僚

よ
り
入
閣
し
た
も
の
は
正
徳
時
代
に
三
、
嘉
靖
時
代
に
玉
、
崇
顧
時

代
に
十
一
名
を
数
え
る
が
、
そ
の
殆
ど
が
そ
の
時
代
に
於
け
る
特
殊

事
情
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
即
ち
正
徳
の
劉
字
と
曹
元
は
既
述
の
如

く
か
の
中
官
劉
珪
の
築
で
あ
り
、
嘉
靖
の
張
瑠
、
桂
幕
、
方
献
夫
の

三
名
は
所
調
大
離
の
議
の
主
唱
者
で
あ
り
、

明
末
の
十
一
名
が
非
常

時
局
の
克
服
に
基
け
る
こ
と
屡
述
せ
し
が
如
く
で
あ
る
。
な
お
嘉
靖

の
前
記
三
名
は
俸
奉
を
以
っ
て
率
土
に
超
昇
さ
れ
、
夏
言
は
外
僚
よ

り
翰
林
に
擢
用
さ
れ
更
に
少
倉
事
粂
率
土
に
進
ん
で
よ
り
夫
々
大
用

さ
れ
る
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
蓑
宗
泉
は
世
宗
畠
従
の
功
に
よ

る
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
明
代
に
於
て
は
躍
し
い
二
つ
の
係
件
を
満
た
す
こ
と

に
よ

っ
て
閣
臣
た
り
得
る
資
格
が
輿
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
貫
際

に
閣
臣
は
如
何
な
る
原
官
よ
り
入
閣
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

内
閣
最
初
の
七
人
が
編
検
、
講
讃
の
官
に
昇
さ
れ
て
入
直
し
た
こ

と
に
つ
い
て
は
既
述
の
遁
り
で
あ
る
が
、
そ
の
後
正
統
時
代
曹
痛
は

侍
講
そ
以

っ
て
、
馬
愉
、
陳
循
、
苗
表
、
高
穀
、
張
盆
は
何
れ
も
翰
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林
の
諸
率
土
を
以

っ
て
入
閣
、
景
泰
の
世
、
商
格
、
髭
時
が
修
撰
よ

り
簡
用
さ
れ
て
後
は
命
綱

王
一
寧
等
の
如
く
率
土
に
し
て
六
部
の

侍
郎
を
粂
帯
し
て
入
閣
す
る
よ
う
に
な
り
、
以
後
弘
治
の
絡
ま
で
は

か
L
る
ケ
l
ス
が
最
も
多
く
、
中
に
つ
い
て
も
薗
部
侍
郎
を
粂
ぬ
る

も
の
が
多
か

司
た
の
で
、
翰
林
の
官
に
し
て
離
部
侍
郎
に
昇
遷
し
た

も
の
は
大
用
の
祭
器
を
期
待
す
る
を
得
た
。
乃
ち
内
閣
小
識
蹴
(
龍
一

唯
一
州
側
)
に
「
先
輩
有
遷
櫨
侍
者
、
謝
賀
客
日
、
吾
今
日
出
馬
有
司

失。
」
と
あ
り
、
正
に
得
意
の
情
を
努
索
せ
し
め
る
。

そ
の
後
正
徳
よ
り
明
末
に
至
る
ま
で
は
六
部
尚
書
を
以
っ
て
入
閣

し
、
正
徳
、
嘉
靖
の
二
時
代
は
後
代
に
比
し
て
吏
部
よ
り
す
る
も
の



が
多
く
、
隆
慶
以
後
は
瞳
部
よ
り
入
閣
す
る
も
の
が
紹
封
優
位
を
占

め
て
い
る
ζ

と
が
特
色
で
あ
る
。

蓋
し
成
化
弘
治
以
来
南
北
吏
部
は
必
ず
翰
林
一
人
を
用
い
、
南
北

雄
部
は
翰
林
出
身
に
非
ざ
れ
ば
昇
濯
す
る
を
許
さ
な
い
と
と
に
定
め

ら
れ
て
い
る
の
で
、
右
の
二
つ
の
特
色
は
前
記
の
篠
件
に
遁
う
べ
き

を
激
想
せ
し
め
る
し
、
事
貫
こ
の
期
に
於
け
る
閤
臣
の
諸
俸
に
徴
す

れ
ば
、
前
述
の
正
徳
、
嘉
靖
、
崇
頑
の
三
時
代
に
お
け
る
特
例
を
除

き
他
は
悉
く
前
記
の
篠
件
を
満
た
し
て
い
る
。

さ
れ
ば
野
獲
編
巻
七
「
詞
林
大
奔
」
の
僚
に
も

「
本
朝
自
英
宗
天
順
以
後
援
地
砂
不
出
調
林
者
。
惟
正
徳
十
年
楊
丹

徒
(
十
一
供
一
蹴
一
切
り
、
中
書
)
以
外
僚
入
、
後
無
繕
者
。
至
世
宗
登

極
、
重
石
首
(
特
)
以
長
吏
入
。
:
張
永
嘉
(
璃
〉
用
議
種
以
外
吏

綾
取
相
位
。
:
:
桂
安
仁
(
等
〉
繕
之
。
・
:
:
方
南
海
(
矧
)
又
雄

之
。
:
:
:
而
夏
貴
鶏
(
言
〉
自
外
吏
入
用
事
。
自
此
大
奔
不
復
有

他
官
失
。
L

と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
閣
臣
の
原
官
が
翰
林
の
属
官
よ
り
六
部
の
長
誌
に
昇

せ
ら
れ
て
い
る
事
は
正
し
く
内
閣
の
地
位
の
高
上
を
表
示
せ
る
も
の

と
一
吉
田
う
べ
く
、

ま
た
正
統
よ
り
弘
治
末
ま
で
は
前
記
の
如
く
殆
ど
の

も
の
が
撃
士
の
官
を
帯
し
て
入
閣
し
た
が
、
正
徳
以
後
は
殿
聞
大
皐

土
の
官
を
帯
び
て
入
閣
す
る
も
の
が
多
く
、
世
間
暦
十
二
年
王
家
扉
の

入
間
以
後
は
悉
く
東
閣
大
撃
士
の
衝
を
か
ね
て
入
閣
し
た
。

と
の
こ
と
は
一
つ
に
は
内
閣
が
翰
林
よ
り
全
く
分
離
し
た
こ
と
を

裏
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
他
面
に
於
て
は
既
述
の
如
く
内
閣
の
地
位

が
貫
質
的
に
飛
躍
向
上
し
た
後
と
は
言
え
、
な
お
五
品
の
官
街
た
る

替
制
を
保
持
せ
し
め
ん
と
す
る
朝
廷
の
底
意
を
ζ

れ
よ
り
扱
み
と
る

ζ

と
が
出
来
る
。

尚
お
正
徳
以
後
に
お
い
て
文
淵
閣
大
皐
土
を
帯
せ
し
め
た
の
は
蓋
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し
同
閣
が
閣
臣
議
政
の
場
で
あ
っ
た
と
と
に
基
き

王
家
界
以
後
東

聞
大
事
士
の
衡
を
帯
せ
し
め
た
の
は
そ
れ
が
殿
聞
大
事
土
中
初
位
的

な
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
と
を
言
う
ま
で
も

な
い
で
あ
ろ
う
。(2) 

閤

臣

の

出

自

次
に
閣
臣
の
出
身
地
に
つ
い
て
見
る
に
、
表
向
は
小
地
域
(
省
〉

A-

別
の
も
の
で
、
表
同
は
景
泰
五
年
必
に
制
定
さ
れ
た
取
土
率
に
基
く

大
地
域
別
の
J

も
の
で
あ
る
。

表
口
に
よ
れ
ば
閣
臣
の
一
割
以
上
を
出
し
て
い
る
地
は
南
北
南
直



小地域別出身者数表 口

省 名 I員数 I郷(景試泰取四士年額) 

北直隷 17 135 

山東 13 75 

山西 5 65 

河南 10 80 

侠西 2 65 

南直隷 22 

安徽 6 

漸江 25 90 

江西 22 95 

福建 11 90 

湖底 12 85 

庚東 5 75 

鹿西 2 55 

四川 9 70 

雲南 1 30 

貴州 。 。
計 162 

隷
と
祈
江
と
江
西
の
四
省
で
何
れ
も
嘗
時
産
業
文
化
の
護
達
せ
る
地

域
で
あ
り
、
従
っ
て
人
口
も
調
密
で
科
翠
に
慮
、す
る
も
の
も
亦
多
い

需
で
、
景
泰
四
年
に
お
け
る
取
土
額
が
之
れ
を
謹
明
し
て
い
る
。
ζ

う

云
う
客
観
的
な
事
情
が
即
ち
同
地
域
よ
り
多
く
の
閣
臣
を
出
す
結
果

と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
江
西
地
域
が
中
期
頃
ま
で
特
に
多

く
の
閣
臣
を
出
し
た
が
、
こ
れ
は
内
閣
創
置
首
初
よ
り
多
く
の
閣
臣

(時間
j
醐
ヨ
鋪
j
醐
)
を
出
し
た
因
縁
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
総
じ
て

華
南
の
地
域
が
閣
臣
を
出
す
こ
と
の
比
較
的
少
な
か
司
た
の
は
そ
れ

等
の
地
方
の
後
進
性
と
共
に
言
語
の
難
暁
が
ま
た
官
界
進
出
に
障
害

を
奥
え
て
い
た
こ
と
を
も
併
せ
考
う
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
「
明
史
稿

(
酔
昭
一
緒
)
に
「
間
人
入
閣
白
楊
築
陳
山
後
以
語
言
難
暁
垂
二
百
年
無

人
。
至
李
廷
機
始
奥
葉
向
高
並
命
後
周
如
磐
張
瑞
圃
林
軒
蒋
徳
環
責

景
肪
復
相
緯
入
。
」
と
あ
り
、
叉
明
史
巻
一
九
七

彼
(
賭
)
が
嘉
靖
六
年
経
緯
娃
の
日
講
官
を
命
ぜ
ら
れ
た
時
こ
れ
を
固

辞
し
た
理
由
が
「
南
音
」
に
あ
っ
た
事
よ
り
し
て
も
諒
解
し
得
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
尚
お
野
一
俊
一
編
単
位
十
「丁
未
(
暗
唱
一
一
辺
)
関
中
詞

林
之
盛
」
の
篠
に
丁
未
の
科
翠
に
於
て
張
瑞
園
が
探
花
に
擢
で
ら

れ
た
外
、
林
欲
揖
と
楊
道
寅
が
庶
士
ロ
土
に
選
ば
れ
た
と
と
を
記

「
塞
輯
」

し
て
い
る
、
が

乙
の
年
の
曾
議
の
考
官
は
三
人
ま
で
一
繭
建
出
身
者

で
あ
っ
た
と
い
う
特
殊
事
情
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
な
お
且
つ
同
地

域
の
教
育
文
化
の
向
上
と
共
に
言
語
の
商
に
於
け
る
中
央
化
の
浸
透
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の
結
果
に
よ
る
も
の
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
兎
も
あ
れ
、
線
じ
て
取
土
額
は
郷
試
の
場
合
に
於
て
も
亦

曾
試
の
場
合
に
於
て
も
そ
の
地
域
の
人
口
敏
に
比
例
し
て
定
め
ら
れ

し
か
し
曾
試
の
場
合
は
郷
試
の
よ
う
な
小
地

域
に
限
定
せ
ず
、
大
乗
的
見
地
よ
り
全
瞳
を
南
北
中
の
三
大
地
匿
に

分
っ
て
掌
用
す
る
こ
と
L
し
、
そ
の
場
合
の
取
土
率
は
表
同
に
示
せ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

る
通
り
で
あ
る
。

市
し
て
取
土
率
と
閤
臣
の
比
率
と
を
比
較
す
る
時
、
南
容
が
よ
り

る多
く

乙の
れ閣
は臣
既を

ヰ輩
ぜ出
る#

ヂE
明 T2
4、¥，、
璽る
r巴" テー

. と

花査
の日

の
中-
I i'~ 刀τ

ふす
南通
方り
にで
ああ



1: I : I暮
取土定率 155 1 10 1 35 
閣 臣数 11011 14 1 47 
同 比率 16219129
更も21f引 671 7 1 26 
人隆慶口6比年率の 145 1 14 1 恒

老若詮到 561 11 1 33 
遁考品に 右 二四

隷北直よの 府川
老妻つ匡35て分 総慶

、 制定さl は
、酉

東山選景 徐、

事考れ 泰五 和雲南 山
)た年

江等
の、 西

も(1454)
州三貴州

、

の。 給事徐中
の 侠

諸府
、

西

鳳陽
、

欽量文献 童言の
fiiJ 

滋 と 南
江 座州

繭 の

っ
た
こ
と
め
た
め
と
、
南
人
の
特
性
に
基
け
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち

北
人
の
概
し
て
質
朴
な
る
に
封
し
て
南
人
は
文
詞
に
長
じ
た
。
吾
事

編
単
位
三
七
「
名
臣
記
」
に
「
北
人
翠
進
士
者
輔
在
後
年
、
:
:
:
北
人

質
直
雄
偉
、
文
章
蕩
飾
似
不
及
南
人
。
」
と
あ
り
、
且
つ
明
代
著
名

な
文
撃
の
士
は
そ
の
大
部
分
が
南
容
の
出
で
あ
る
と
と
に
よ
っ
て
も

諒
解
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
文
韓
の
華
麗
が
重
覗
せ
ら
れ
る
科

翠
に
あ
っ
て
、
北
人
が
南
人
の
後
塵
を
奔
す
る
に
至
っ
た
所
以
で
あ

ろ
p

つ。き
れ
ば
草
制
を
重
職
の
一
と
し
た
閣
臣
に
文
詞
に
長
ぜ
る
南
人
が

順
序
を
踏
ん
で
多
く
擢
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
も
所
以
な
し
と
し
な

で
あ
ろ
う
。

ぃ
。
明
末
の
首
輔
周
延
儒
が
蒋
徳
環
(
臨
時
、

人
)
を
曾
推
し
た
理
由
に
、
「
淵
博
可
備
顧

問
、
文
瞳
華
瞬
宜
用
之
代
言
。
」
と
述
べ
途

に
彼
を
大
用
す
る
に
至

っ
た
事
貫
よ
り
し
て

も
ζ

れ
を
謹
す
る
乙
と
が
出
来
よ
ふ
。
ま
た

吾
事
編
容
四
二
、

「
名
臣
記
」
に
成
化
の
初

期
南
人
内
間
に
あ
っ
て
政
柄
を
と
り
、
北
人

吏
部
に
あ
っ
て
鈴
政
を
握
り
、
南
北
相
抗
字

せ
る
記
事
に
よ
っ
て
も
推
察
し
得
ら
れ
る
の
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最
後
に
閤
臣
の
祉
曾
経
済
的
な
出
自
に
つ
い
て
検
討
が
加
え
ら
る

べ
き
で
あ
る
が
、
乙
れ
に
闘
す
る
史
料
は
誠
に
乏
し
く
、
遺
憾
な
が
ら

決
定
的
な
結
論
は
抽
出
さ
れ
得
な
い
。

た
ど
検
索
し
得
た
十
二
名
は

何
れ
も
官
家
出
身
で
あ
る
こ
と

l
但
し
そ
の
父
租
の
官
は
概
し
て
卑

「
嘉
靖
J

、
李
時
(
時
代
)
の
父
が
山
東
の
参
政
で
あ
っ
た
の
を
最
高
と
し
、

下
は
牒
丞
、
教
諭
で
あ
る
|
及
び
湧
憧
小
品
倉
一
一
一
に
「
翰
林
父
局

官
者
甚
多
。
」
と
あ
り
、

す
る
ζ

と
が
出
来
よ
う
。

で
あ
る
虞
か
ら
し
て
、
閣
臣
は
官
家
出
身
が
多
か
っ
た
こ
と
を
推
知

閣
臣
の
大
部
分
が
右
述
の
如
く
翰
林
出
身



な
お
劉
定
之
(
時
…
州
一
ι)
期信
韓
(
報
酬
猷
)
張
居
正
(
時
職
問
)
の
生
家
は

貧
で
あ
り
巾
日
原
(
何
棚
田
)
は
下
級
官
吏
の
出
で
亦
家
貧
で
父
兄

を
蹄
爽
す
る
と
と
す
ら
出
来
な
か
二
吋。

ま
た
楊
士
奇
、
王
篭
(
証
明

臥
)
、
李
建
泰
(
特
…
鰐
ム
ハ
)
の
如
き
は
家
富
裕
で
あ

っ
か
。

ま
た
嵐
官
の
中
書
舎
人
は
進
士
、
摩
人
、
或
は
監
生
、
儒
土
よ
り

し
、
又
大
臣
、
宮
僚
、
講
官
の
子
弟
を
恩
蔭
に
よ
っ
て
穆
用
し
た
。

而
し
て
初
期
に
於
い
て
は
閤
臣
を
必
し
も
資
格
に
拘
泥
せ
ず
に
大
用

し
た
如
く
に
中
書
も
儒
士
よ
り
擢
用
さ
れ
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ

の
後
嘉
靖
の
中
十
噴
ま
で
は
概
し
て
進
土
及
び
掌
人
の
出
身
者
よ
り
棟

選
さ
れ
、
嘉
靖
の
末
年
頃
よ
り
は
翠
人
出
身
者
よ
り
多
く
任
用
せ
ら

刷

れ
た
。
た
い
ふ
恩
蔭
に
よ
る
も
の
以
外
は
、
そ
の
職
掌
よ
り
し
て
能
書

た
る
と
と
が
一
つ
の
傑
件
で
あ
っ
た
と
と
は
言

δ
ま
で
も
な
い
。

①註

拙
稿
「
唐
宋
時
代
に
於
け
る
翰
林
摩
士
に
つ
い
て
」
東
方
皐
第
四
輯
所

枚内
閣
行
賞
品
世

6
「
陳
文
」
、
績
文
献
通
考
名
前
「
翰
林
院
」
、
憲
章
類
編

倉
山
山
「
翰
林
院
」
、
明
史
魚
川
「
命
綱
」

拙
稿
「
明
代
翰
林
院
宮
僚
の
出
自
に
つ
い
て
」
香
川
大
事
準
襲
撃
部
研

究
報
告
第
一
部
第
九
鋭
所
枚

雌
究
渓
雑
記
(
嫡
明
文
献
通
考
谷
町
∞
「
翰
林
院
」
所
枚
)

② ① ① 

③③  

明
史
単
位
組
「
蒋
徳
環
」

嘉
靖
以
来
首
輔
侍
谷

2
「
李
時
」
、
同
省

5
「
徐
階
」
、
内
閣
行
賞
品
世

6

「呂
原」
、
問
答

7
「
劉
建
」

内
閣
行
賀
谷

6
「
劉
定
之
」
、
嘉
靖
以
来
首
輔
同
博
容

3
「
程
怨
」
、
問
答

7
「
張
居
正
」

内
閣
行
賞
品
也

6
「
呂
原
」

吾
聞
学
編
谷
幻
「
太
師
楊
文
貞
公
」
、
岡
谷
川
叫
「
太
停
王
文
格
公
」
、
明
史

容
邸
「
李
麹
泰
」

綴
文
献
遇
考
(
中
書
典
故
奨
紀
谷

1
所
枚
)
、
審
薄
暗
樹
綴
録
(
向
上
)
、

春
明
夢
徐
録
(
同
省

2
所
枚
)
、
明
史
容
丸
「
職
官
志
」
、
旨
意
要
録

⑦ ①③  ⑬ 
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The Poll Tax of Sung 

Setsuko Yanagida 

The poll tax of Sung， which was imposed on every 20 to 60 years 

()ld man， differed basically from the twice-a-year land tax of the older 

days. It was practiced throughout the southeastern part of China 

after the Five Dynasties， though the system was different from place 

to place and from age to age. When it was abolished in 1206 in Chi-

angsu and Chechiang， the poll tax had been incorporated into the 

traditional land tax system. In some provinces it was abolished alre-

ady in the Northern Sung period. On the other hand， in such prov-

inces as Chinghu and Kuangnan the land tax assesed by polls seems 

to pave existed until Southern Sung. In a word， various forms of 

the poll tax differed in different ages and localities under the influ-

ence of particular local conditions and landownership. 

The Prime Minister's Office (neiko) of the Ming Dynasty 

Takayoshi Yamamoto 

The present article is a continuation of the author's former ar-

ticle， The Formation and Develotment of the Prime Minister's Offi・ce

in the Ming D ynasty， in the Tohogaku， No. 21， where he divided 

its history into four stages (1) the nebulous period under T'aitsu， (2) 

the prototype established by Huiti， (3) the period of its continuation 

under Chも19tsuand (4) its consummation in the form similar to the 

ancient hsiangfz! (Prime Minister's Office) under ]entsung and Hsuan-

tsung. In this article the author explains each of the aforesaid four 

stages more in detail， elucidating the relation this institution with 

absolute monarchy. 

Cities in North China in the Six Dynasties 

Ichisada Miyazaki 

A big transformation took place in Chinese society in the Six 
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